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ま え が き 

 

本報告書は、ILO条約やヨーロッパ諸国の労働立法過程における三者構成原則のあり方

を確認することを目的として、厚生労働省の要請を受け、当機構が行った「政労使三者

構成の政策検討に係る制度・慣行に関する調査」の結果をとりまとめたものである。調

査対象はフランス、ドイツ、オランダ、イギリスの4カ国とILO、EUの2国際機関である。 

調査では、ILOにおいて三者構成主義がすべての場面に適用される根本原理であること

を確認した上で、各国の政（公）労使三者構成制度の有無について調べるとともに、三

者構成による協議機関の設置や労使からの意見聴取を義務づけているILO第26号条約（最

低賃金決定制度条約）、第88号条約（職業安定組織構成条約）、第144号条約（国際労働基

準の実現促進のための三者間協議条約）などを取り上げ、これら条約の批准状況、批准

国における「協議機関の設置」や「労使からの意見聴取」の実態を把握することに努め

た。 

この結果、具体的な実施方法は異なるものの、いずれの国においてもILO条約の規定に

したがって、何らかの形で協議機関の設置や、労使からの意見聴取を実施していること

が明らかになった。 

労働分野における立法システムのあり方について、数年来、わが国においてさまざま

な議論が行われている。こうした議論に対し、本報告書が参考となれば幸いである。 

 

 

2010 年 3 月 

独立行政法人 労働政策研究･研修機構 

理事長  稲  上    毅   



執 筆 担 当 者 （執 筆 順） 

 

    氏 名            所  属            担当 

 

濱口
はまぐち

 桂一郎
けいいちろう

 労働政策研究・研修機構 統括研究員    序章・第６章 

 

吾
あ

郷
ごう

 眞一
しんいち

  九州大学大学院法学研究院 教授      第１章 

 

町田
ま ち だ

 敦子
あ つ こ

  労働政策研究・研修機構 主任調査員補佐  第２章 

 

飯田
い い だ

 恵子
け い こ

  労働政策研究・研修機構 研究交流課長補佐 第３章 

 

水島
みずしま

 治
じ

郎
ろう

  千葉大学大学院人文社会科学研究科 教授  第４章 

 

樋口
ひ ぐ ち

 英夫
ひ で お

  労働政策研究・研修機構 主任調査員補佐  第５章 

 



目  次 

まえがき 

 

序章 ......................................................................... 1 

 第１節 労働立法過程における三者構成原則をめぐる政府内部における議論の提起... 1 

 第２節 労働研究における三者構成原則についての議論の展開..................... 2 

 第３節 日本における三者構成原則の展開....................................... 4 

 

第１章 ILO.................................................................... 7 

第１節 ILO と三者構成主義 ................................................... 7 

第２節 憲章上に規定された三者構成主義....................................... 7 

第３節 一般性のある条約..................................................... 9 

第４節 特定の事柄に関する条約...............................................11 

第５節 結語.................................................................12 

 

第２章 フランス...............................................................13 

第１節 労働分野における政策決定の概要.......................................13 

第２節 政策決定における政労使三者構成機関の制度と役割.......................17 

 

第３章 ドイツ.................................................................27 

第１節 労働分野における政策決定の概要.......................................27 

第２節 政策決定における政労使三者構成機関の制度と役割.......................31 

第３節 まとめ...............................................................37 

 

第４章 オランダ...............................................................39 

第１節 労働・雇用関連立法過程における公労使三者構成制度：社会経済協議会.....39 

第２節 労働・雇用関連の政策過程と政労使三者協議：労働協会...................43 

第３節 議会における立法過程.................................................47 

第４節 終りに...............................................................49 

 

第５章 イギリス...............................................................51 

第１節 労働分野における政策決定の概要.......................................51 

第２節 政策決定における政労使三者構成機関の制度と役割.......................52 

第３節 その他...............................................................56 

 



第６章 EU ....................................................................59 

第１節 労使立法システムの形成...............................................59 

第２節 労使立法システムの展開...............................................61 

第３節 非典型労働をめぐる労使立法の展開.....................................62 

第４節 EU レベル自律協約の法的性質と問題点..................................64 

 

各国比較表 

 労働分野に係る政策立案過程（各国比較）.......................................67 

 政（公）労使三者構成に関する制度表（各国比較）...............................68 

 

参考資料 

 ILO について .................................................................73 

 EU について..................................................................75 



－ 1 － 

序  章 

 

第１節 労働立法過程における三者構成原則をめぐる政府内部における議論の提起  

 ここ数年来、労働法における規範的立法過程論ともいうべき分野が議論の焦点となりつつ

ある。これまで労働法学関係者にとってはあまりにも当然のこととしてその正当性を論ずる

ことすらしてこなかった三者構成原則に対して、外部から、そして労働法学関係者の中から

も、その正当性に疑問を呈する議論が提起されてきたため、改めてその正当性の根拠をきち

んと整理し、規範的理論として再確認する必要が高まったのである。 

 社会的に影響力のある文章としてはじめてこの問題を取り上げたのは、経済財政諮問会議

の有識者議員であった八代尚宏国際基督教大学教授が、『週刊東洋経済』2006 年  10 月  14 日

号の「経済を見る目」に書いた「時代に逆行する雇用の規制強化」であった。そこでは、

「すでに雇用されている者と新たな雇用機会を求める者との利害対立が強まる中で、労働者

全体の 2 割に満たない労働組合が「労働者の代表」として、労働審議会等の場で雇用規制の

維持・強化を主張している。労働市場の改革は、日本経済の活性化にとって大きな意味を持

っており、労使間の利害調整に終始する労働審議会だけで審議する時代は、もはや終わった

のではないだろうか。」と、三者構成審議会を手厳しく批判している。 

 この問題を政府の文書としてはじめに取り上げたのは、2007 年  5 月  21 日に内閣府の規制

改革会議の労働タスクフォース1が公表した『脱格差と活力をもたらす労働市場へ－労働法

制の抜本的見直しを』と題する意見書である。同文書は、内容的にも解雇規制、派遣労働、

最低賃金など労働法のほとんど全領域にわたって徹底した規制緩和を唱道するものであった

が、特に注目すべきは労働政策の立案の在り方に対して、「現在の労働政策審議会は、政策

決定の要の審議会であるにもかかわらず意見分布の固定化という弊害を持っている。労使代

表は、決定権限を持たずに、その背後にある組織のメッセンジャーであることもないわけで

はなく、その場合には、同審議会の機能は、団体交渉にも及ばない。しかも、主として正社

員を中心に組織化された労働組合の意見が、必ずしも、フリーター、派遣労働者等非正規労

働者の再チャレンジの観点に立っている訳ではない。特定の利害関係は特定の行動をもたら

すことに照らすと、使用者側委員、労働側委員といった利害団体の代表が調整を行う現行の

政策決定の在り方を改め、利害当事者から広く、意見を聞きつつも、フェアな政策決定機関

にその政策決定を委ねるべきである。」と、根本的に否定的な見解を明らかにした。 

 その直後の 5 月 30 日に公表された「規制改革推進のための第 1 次答申」では、おそらく政

府部内の意見がまとまらなかったため、この記述を含んでいたと思われる労働分野に関する

節がそっくり削除されていたが、同年 12 月 25 日の「第 2 次答申」では、「労働政策の立案に

あたっては、審議会における審議において、必ずしも組織化されていない労働者、使用者を

含む国民各層の多様な見解をよりきめ細かく把握し、政策立案に反映する取組が重要とな
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る。」と、やや穏和な記述になっている。これは、政府部内における意見のすりあわせの結

果と思われるが、問題が解消したわけではない。 

 たとえばごく最近においても、上記八代尚宏教授はその近著2において、「日本の労働市場

の改革に関わる問題については、従来のように、単に労使間の利害調整だけを考えることで

は、はなはだ不十分である。過去のような閉鎖経済の時代は終わり、世界的な市場が開かれ

ている現在、『企業が国を選ぶ』傾向はますます強まっており、様々な規制に縛られた国内

市場からの『退出競争（race for exit）』がすでに始まっている。専門家の助言に基づき、直

接の利害関係者を超えた労使のトップダウンでの政策決定が、労働市場改革についても求め

られている。」と述べ、三者構成審議会に対する疑念を示している。労働法学関係者の外部

からのこういった批判に対して的確に応答する必要性はなお高いのである。 

 

第２節 労働研究における三者構成原則についての議論の展開 

 以上のような動きに対して、労働研究者の側からのはじめてのまとまった応答は、2007

年  6 月  23 日に開催された労働政策研究会議におけるパネルディスカッション「雇用システ

ムの変化と労働法の再編」であった。荒木尚志東京大学教授の司会により、樋口美雄慶應義

塾大学教授、濱口桂一郎（当時政策研究大学院大学教授）、中村圭介東京大学教授の  3 人か

ら報告がなされたが、中村教授が主として労働政策審議会労働条件分科会における労働契約

法制をめぐる審議を踏まえて、三者構成原則からの「逸脱？それとも変容？」を問いかけた

のに対し、濱口は日本と EU における労働立法システムの歴史を振り返りつつ、三者構成原

則の重要性を確認する必要性を強調した。労働政策の意思決定原則としての三者構成原則を

排除した形での規制緩和論の危険性を強調し、またディスカッションの中では、そもそも三

者構成原則とは、関係者の利害を適切に反映させるような政策や立法をすることに最大の根

拠があり、その基盤は、産業社会において社会的マジョリティである労働者と企業者の代表

が両者間の利害関係を持って議論するのがもっとも公明正大な方法であることにあると主張

した。さらに首相直轄の経済財政諮問会議等について、マクロ経済的な司令塔機能としては

理解できるとしつつも、自分の考えで一方的に絵を描いて話を進め、政府の中枢で決まった

こととして政策を進めていくことには問題があると警告を発した。この記録は「労働立法プ

ロセスと三者構成原則」として『日本労働研究雑誌』2008 年特別号（571 号）に収録されて

いる。 

 続いて 2007 年 9 月 1 日、日本学術会議主催の「より良き立法はいかにして可能か－立法の

実践・制度・哲学を再考する」という公開シンポジウムにおいて、濱口がこの問題に関する

報告を行った。ここでは、日本と EU における労働立法システムの歴史を概観するとともに、

民主制原理としての三者構成原則の意義を強調している。すなわち、それは議会民主制と並
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 『労働市場改革の経済学』東洋経済新報社、2009年 12 月 3 日発行 
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ぶもう一つの民主制原理であり、社会の中に特定の利害関係が存在することを前提に、その

利害調整を通じて政治的意思決定を行うべきという考え方であり、歴史社会学的に見ると、

国家と個人のみからなる社会モデルに基づき一切の中間集団を否定する考え方に対して、国

家機構の中に労使の代表を参加させ、その協議交渉によって政策決定のある部分を行ってい

くいわゆるコーポラティズムの考え方に由来すると指摘した。そして、EU においては条約

という憲法的規範のレベルでこれが明確に位置づけられていることを示した上で、日本にお

いて憲法  28 条を三者構成原則の根拠と解釈することができるかを検討している。この記録

は「労働立法と三者構成原則」として『ジュリスト』2008 年 12 月 15 日号（1369 号）に収録

されている。 

 一方、労働研究者内部からの三者構成原則への疑義は、『季刊労働法』2007 年夏季号

（217 号）の巻頭言「迷走する労働政策－政策決定システムの凋落」において、花見忠上智

大学名誉教授によって示された。この中で花見名誉教授は、「日本的三者構成の審議会は一

般の審議会と同様に政府・官僚の政策決定のジャスティフィケーションと引き延ばしの役割

（いわゆる「隠れ蓑」の機能）を果た」してきたと述べるとともに、「特に小泉改革以降労働

分野の重要な政策が官邸主導で形成されるようになり、厚生労働省の審議会などの政策決定

はこれに抵抗する役割に転落し、国のあり方を長期的に見据えた政策の形成とは程遠いもの

に成り下がってしまった」と痛烈に批判し、「国民は果たしてどちらを支持するであろう

か」と、明確に三者構成原則を否定する立場を明らかにした。 

 その後同じ『季刊労働法』2008 年秋号（222 号）では、三者構成原則を否定する立場から

花見名誉教授、肯定する立場から濱口に加え、山口浩一郎上智大学名誉教授による鼎談「労

働政策決定過程の変容と労働法の未来」が掲載され、三者構成原則の評価をめぐって激しい

議論が闘わされた。この中でも花見名誉教授は、「審議会の中、あるいは広い意味での労働

政策形成プロセスの中での労使のなれ合いが生じて、三者構成からのよそ者の介入を排除し

て政策を決めていこうと。･･･そういうよそ者を排除した中でムラの利益を守る機関になっ

ていったということです」等と、三者構成原則に対して激しい批判を行い、さらに「各官庁

がみんな利害関係人を集めてきて、それをお墨付きにして政策を動かしています。労働の政

策決定もその一部ではないかと思います。その場合に労だけが非常に特殊だということで、

原理レベルの問題だといって考えるのは間違いです。政策決定というのは政党がイニシアチ

ブをとって政策を決めていくのが本来の筋です。」と、純粋議会民主制原理を主張するのに

対して、濱口は「少なくとも労働省以外の役所の場合、審議会は個別利害の代表と、その個

別利害に関わる学識経験者でした。･･･これに対して、労働行政というのは縦割りではなく

て横割りであって、これは他の行政と全然違います。」「なぜヨーロッパは労働問題に関する

限り、労と使という利害代表だけに特別な権限を与えているのか。それは業界という特殊利

害とは違うからです。業界単位の利害関係より格上の普遍的な利害関係だからだと思いま

す。」と、労と使という利害関係の普遍性を主張している。 
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 また、『週間社会保障』第 64 巻第 2563 号（2010 年 1 月）において、清家篤慶応義塾長は、

「そのときどきの雇用規制の大きな方向性は、政治の世界で決められるべきものであること

は間違いない。ただし、その方向性を、労働法、雇用行政などの形で具現化する場合には、

労使の合意と専門家の知見を得るべきだ。どんなに政治が決めるといっても、対象となる労

使にとって実行不可能な規制や政策は無意味だからである。」と述べている。 

 このように三者構成原則をめぐる議論が進む中で、改めてその源流たる ILO における位置

づけや、労使対話が労働政策の基本に位置づけられているヨーロッパ諸国における三者構成

原則の具体的な姿を明らかにする必要性が高まってきている。 

 

第３節 日本における三者構成原則の展開  

 ここで、現在の日本における三者構成原則の法制上の根拠規定をみておく。労働立法とい

えども立法である限り、憲法第 41 条に従い、「国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関

である」国会が制定する。内閣は「議案を国会に提出」（第 72 条）することができる。行政

府が法律案をどのように策定すべきかを一般的に定めた法令は存在しないが、厚生労働省設

置法第  9 条は「厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議するこ

と」等を労働政策審議会の所掌事務と定めている。同審議会が他の多くの審議会と異なるの

は、「委員は、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、

厚生労働大臣が各同数を任命する」（労働政策審議会令第  3 条）と、公労使三者構成原則を

明記している点である。  

 これは  2001 年の行政機構改革以降の姿であるが、それ以前は労働基準法、職業安定法等

各分野ごとの法律に、労働基準審議会、職業安定審議会等の審議会が規定され、そのすべて

について公労使三者構成原則が明記されていた。そして、労働立法はすべて三者構成審議会

の審議を経て内閣提出法案となるという仕組みが継続されてきた。  

 日本の政策決定過程への三者構成原則の導入は、敗戦後占領下で急速に進んだ。   

1945 年  10 月に設置された労務法制審議委員会は、官庁  10 名、学識者  7 名、事業主  6 名、労

働者 5 名、議員 6 名という変則的な形であったが、労使がほぼ対等に立法過程に参加したと

いう点で三者構成の出発点といいうる。恒常的な制度としては 1945 年 12 月制定の労働組合

法により設置された労働委員会が、紛争調整機能だけではなく「労働条件の改善に関する建

議等」を行う権限を有していた。その後労働基準法や職業安定法にも同じく公労使三者構成

の労働基準委員会、職業安定委員会が設けられ、この仕組みが労働政策各分野に拡大した。 

これら三者構成の委員会は、後にすべて「審議会」と改称されたため、あたかも他の行

政における一般の審議会と同様、花見名誉教授の言ういわゆる「隠れ蓑」の機能を果たすも

のと見る向きもあるが、個々の政策課題について労使の利害が真っ向からぶつかり合い、ぎ

りぎりの交渉が行われた上で、一定の妥協が図られ、結論が出される場であって、日本の政

策決定過程においては極めて特殊な性格を有している。 
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何よりも重要なことは、他の審議会においては委員の選任はすべて事務局である各官庁

が判断することから、官庁側が自分たちの好ましい結論に持っていくためにそれに合った形

で委員を選任するといういわゆる「お手盛り」が可能であるのに対し、労働政策に係る三者

構成審議会においては、労働者委員は労働者団体の推薦により、使用者委員は使用者団体の

推薦により任命されるため、審議の行方は労働者団体と使用者団体の判断が決定的に重要で

あり、いわば審議会の場における労使の中央交渉的な性格が現れるという点である。そのた

め、他の審議会は政策決定過程におけるあまり重要でない一ステップに過ぎないが、労働政

策に係る三者構成審議会は政策決定過程におけるほとんど唯一といってもいいほど枢要の位

置を占めている。労働行政においては事実上、審議会で労使の合意が取り付けられれば、立

法作業の過半は終わったといわれてきた。近年の労働政策審議会における議事録を一瞥する

だけでも、それぞれの利害を背負った労使の代表の間で極めて激しいやりとりが繰り返され、

その間のぎりぎりの妥協として結論が出されていることがわかる。 

このような労働政策における三者構成原則の独自性を踏まえて、日本の労働政策決定は

公労使三者構成の審議会を通じて行うという仕組みが確立してきたが、近年これに疑念を呈

する意見が各方面から提起されてきていることは上述の通りである。それらの考え方は、三

者構成原則が労働問題に関する唯一の国際専門機関である ILO の掲げる大原則であることに

対する理解が不十分であるように思われる。詳細は第 1 章で解説されるが、ILO 憲章やフィ

ラデルフィア宣言でこの原則が宣明されているだけではなく、各分野ごとの条約においても

国内における労使代表との協議が義務づけられており、特に職業安定組織に関する  88 号条

約においては労使代表からなる審議会への諮問が求められている。 

 ILO の三者構成原則について、上記鼎談において花見名誉教授は、「加盟国の多数を占め

ることになる途上国ではまったく低いパーセンテージしか労働者を代表していませんので、

代表性はフィクションであるということが非常に鮮明になってきた」と批判しているが、 

ヨーロッパ諸国では労使団体が代表性を有することを前提とした三者構成原則が現実の姿で

あり、日本がいずれをモデルにすべきかは明らかであろう。 

 このような状況を踏まえ、ILO 条約やヨーロッパ諸国における三者構成原則のあり方を確

認することを目的として、厚生労働省の要請を受け、労働政策研究・研修機構において「政

労使三者構成の政策検討に係る制度・慣行に関する調査」を行ったところである。 

 今後、労働政策決定のあり方について、とりわけ三者構成原則の評価について議論がなさ

れる際には、本報告が明らかにした諸知見を踏まえた上でなされることを期待したい。 



－ 7 － 

第１章 ＩＬＯ 

 

第１節 ＩＬＯと三者構成主義 

 ILO において三者構成主義はすべての場面に適用される根本原理であることは言うまでも

ない1。総会と理事会の構成、条約・勧告の採択、それらの実施監視のすべてのレベルで、

政労使による協議および意思決定が前提となっている。政労使の合意なしに新たな条約案が

提案されたり、審議・採択されたりする事はないし、実施監視の仕組みが稼働することもな

い。20 世紀の初頭に設立された国際組織で、政府間組織でありながら労使という非政府団

体を正規な代表として取り込むことは極めて革新的で他に類がなかった（し、現在もなお政

府間国際組織の代表はすべて政府に限られている）が、その仕組みは  90 年の年月に耐えた

ばかりでなく、一度たりと重要性が疑問視されたことはなく、またその強さがあったからこ

そ第二次世界大戦を含む何度もの危機に直面しても存続が可能だったのである2。 

 なぜこのような革新的な仕組みが  1919 年という年に出来上がったかの理由はいくつか考

えられるが、最も大きいものは労働問題、労使関係、社会問題の解決における民主的討議と、

とりわけその際の労使代表の参加の意義が認識されていたことであろう。さらに、機構の主

要目的である国際労働基準設定にあたっては、ILO 条約・勧告という国際労働基準が、基本

的には国際的な労働協約であるという理解もあり、労働協約を締結する際に当事者が関与し

ないことは到底想定できないことも意識されていたと思われる。さらには、国際労働基準の

究極的適用対象は労働者及び使用者であって、国内労働法としての性質を持つことになるの

で、その際に直接的な利害関係者・法適用対象主体が立法過程に参加することが必要との認

識もあったであろう。 

 したがって、ILO のすべての場で、事ある毎に政労使三者による協議の仕組みが組み込ま

れていった。それは憲章の規定に基づくもの、総会議事規則によるもの、さらに個別の条約

によるものなどである。以下では、三者構成主義について、とくに憲章上と条約上に規定さ

れた加盟国の義務を中心に、労使協議というものの法的性質を見ていくことにする。 

 

第２節 憲章上に規定された三者構成主義 

１．総会・理事会の構成及び基準関連に規定される三者構成主義 

 国際組織として ILO が三者構成をとっていることについては、あまりに基本的なことであ

るので、憲章条文（ 3 条、 4 条、 6 条、 7 条）を参照するにとどめる。19 条、23 条、24 条、

26 条、40 条は基準の設定（採択）とそれにかかわる加盟国の義務（権限ある機関への提出

                                                      
1
  拙稿「なぜ ILO は三者構成か」『日本労働研究雑誌』（2009年 4 月、No.585）10-13頁 

2
  1944年に憲章に追加されたフィラデルフィア宣言  1（d）では「欠乏に対する戦は、各国内において不屈の勇

気を持って、かつ、労働者及び使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進

するために自由な討議および民主的な決定にともに参加する継続的かつ協調的な国際的努力によって、遂行

されることを要す」とあり、戦前からの三者構成主義の理念を再確認している。 
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義務など）と、基準実施に際しての労使の役割を規定するものであり、機構にとっての三者

構成の重要性がとりわけ明らかになっている。そしてそのうちの 24 条と 26 条が規定する苦

情申立制度は、労使の代表が存在しないと機能しない規定であり、ILO の基準監視にとって

三者構成がいかに大事であるかがわかる3。また、憲章には直接的根拠はないが、これまた

60年にわたる実行の中から確立した結社の自由に関する特別手続きにおいて、中心的働きを

している理事会の結社の自由委員会は、もちろん三者構成であるし、その手続きの開始も労

使が主体である4。 

 

２．総会議事規則における補足的措置 

 憲章 23 条に基づいて政府は労使の団体に「第 19 条及び第 22 条に従って事務局長に送付し

た資料及び報告の写を送付しなければならない」。19 条は総会で採択された条約および勧告

の権限ある機関への送付、などを規定したものであり、  22 条は条約を批准したことに伴う

手続きを明らかにしたものである。これは単に労使の団体へ写しを送付すればそれでいいと

いうものはなく、労使が行う ILO への意見具申に根拠を与えるものと理解できる。さらに議

事規則  38 条及び  39 条は、前者が１回討議手続、後者は  2 回討議手続に関し総会議題につい

ての立法・慣行報告書5を事務局が政府に配布し、質問書への回答を要請する規定であるが、

その際に代表的な労使の団体へも通報・協議する義務を課している。本来は新しく採択され

た ILO 条約や批准した条約の実施に関して政府が報告書を作成する際に三者協議が義務的と

なるのは 144 号条約を批准した国だけに限られる。しかしこの手続規則が実施されることに

より、144 号条約を批准していない国にあっても協議が必要とされるのである。あまり気が

つかれてはいないが、これは144号条約の内容を先取りするものである。すなわち、144 号

条約を批准しているといないとにかかわらず、加盟国は憲章上の義務として労使の団体に報

告書の写しを送付しなければいけないのであって、これらの憲章上の義務に関し、総会議事

規則は実質的に三者協議を義務化していると見ることができる。国際組織がしばしば行う事

実上の国際義務設定方式の一つである。 

 

３．個別の条約によるもの 

 これは非常に数が多く、羅列をすることすらできない6。ほぼすべての条約で労使との協

議は何らかの形で言及されているからである。その中にはかなり一般的な形で「労使と協議

                                                      
3
  26 条は政府が別の国政府を相手取って苦情を申し立てることを予定した手続きではあるが、実際は並行して

規定された申し立て主体としての「総会における労使の代表」によるものに事実上限られてきている。 
4
  ILO基準監視の効果の問題としてまとめて提示したものとして拙著『国際経済社会法』三省堂（2005）126-

133頁 
5
  新しい条約および勧告の採択準備の過程で事務局によって作成される報告書で、ほぼ網羅的に各加盟国にお

ける関連法令および実行を調査したもの。 
6
  日本が批准した条約で労使との協議が規定されている一覧を章末に添付（表 1） 
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をすること」という定形的な規定が置かれているものもあれば7、特定な事項につき厳密な

協議とそのための組織の設置を規定するもの8もある。以下では、日本が批准した条約のう

ちで、一般的な規定方法がとられているものと、具体的な仕組みによる条約の実施が義務付

けられているものにわけて義務の内容を見ていく。 

 

第３節 一般性のある条約 

１．三者協議条約 

144 号条約はその表題「国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する条

約」が表すように、国際労働基準すなわち ILO 条約と ILO 勧告に特化して、しかし最も一般

的に、国内において三者による協議が必要であることを義務付けている。たとえば理事会が

条約案・勧告案を提案し、総会が検討を始めた時、事務局が用意した総会への報告書につい

てコメントする際、改正条約が提案されるとき、批准の撤回が国内的に議論となるとき、な

ど9「政府、使用者及び労働者の間で効果的な協議が行われる手続きを運用することを約束

する」となっている。ILO 条約の多くはすぐれて国内労働立法を意味するので10、条約案作

成について国内で三者協議をしなくてはいけない義務というのは、国内労働政策分野におい

て政策立案のため労使の参加が不可欠であることと同義である。なお、同条約  2 条  2 項に

「手続きの性質および形態は・・・国内慣行にしたがい各国において定める」とあり、必ず

しもその条約に特化した特別の組織を構築する必要はないが、何らかの形で正式に労使の意

見を取り入れる仕組みが制度化されている必要がある。我が国における労働政策審議会が多

くの場合その役割を果たすことになる。 

 

２．基本権条約 

 同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約（100 号）は、男女

同一賃金について具体的な差別禁止規定をおき、いわゆる自動執行性がある条約である部分

（ 1 条）と、「適用を促進し」という後述の宣言的条約と同じ性質をもつ部分（  2 条  1 項）が

あり、いずれについても、労使との協議が義務付けられている。すなわち、4 条「各加盟国

は、この条約の規定を実施するため、関係のある使用者団体及び労働者団体と適宜協力する

ものとする」である。 

 家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約（156 号）は、おおむね

宣言的で自動執行性がない条項が多い。したがって、そこにおける労使の団体との協議は、

機会均等原則を実質化していく過程で労使の意見を入れることが必要であるということにな

                                                      
7
  後述の基本権条約関連のものに特に多い。 

8
  技術的な内容の条約に多い。 

9
  条約 5 条 

10
 拙著・前掲『国際経済社会法』83頁参照。日本は憲法98条 2 項により国際法に国内効力を認めているので、

自動執行性がある条約については、条約締結（批准）と同時に国内法としての効力が発生する。したがって、

多くの批准された ILO 条約は国内労働法でもある。 
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り  11 条の「使用者団体及び労働者団体は、国内事情及び国内慣行に適する方法により、こ

の条約を実施するための措置の立案及び適用に当たって参加する権利を有する」という規定

は、ほとんど立法の際に参加させなければいけないと言っているに等しい。 

 就業の最低年齢に関する 138 号条約では、2 条 4 項、3 条 2 項、4 条 1 項、5 条 1 項、6 条、8 

条 1 項において「関係のある使用者団体及び労働者団体が存在する場合にはこれらの団体と

協議した上で」と、明確に労使との協議を義務化している。 

 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約（182 号）4 条か

ら 7 条にかけてのすべてにおいて「使用者団体及び労働者団体と協議した上で」という文言

があり、6 条の場合などは「適当な場合には他の関係のある集団の意見を考慮に入れて」と

いう労使の枠を超える範囲を指定している。 

 

３．雇用政策条約 

 雇用政策については最も一般的なものとして 122 号条約、人的資源開発に関する 142 号条約

およびそれらと関連する勧告がある。これらはしばしば宣言的（推進的）条約（promotional 

Conventions）と呼ばれるものであり、「政策を宣言し、遂行する」ことが条約上の主たる義

務である。122 号条約  3 条「この条約の適用に当たっては、とられる措置により影響を受け

る者の代表者、特に、使用者の代表者及び労働者の代表者の経験及び見解を十分に考慮し並

びに雇用政策の立案及び雇用政策に対する支持の獲得に当たってこれらの代表者の十分な協

力を確保するため、雇用政策に関しこれらの代表者と協議する」および 142 号条約 5 条「職

業指導及び職業訓練に関する政策及び計画は、使用者団体及び労働者団体と協力し並びに適

当な場合には国内法及び国内慣行に従って他の関係団体と協力して、策定し、及び実施す

る」という規定で三者協議が求められている。宣言的条約は、個別具体的な権利義務を設定

するものではなく、立法措置をとるなどにより政策を実現することが求められているのであ

るから、かなり法律制定が条約の義務そのものである場合が多い。したがって、労使協議を

素通りして雇用政策に関する労働立法がなされることは条約上の義務違反となる。 

 職業安定組織構成条約（88号）も、雇用政策上のものであるが、前 2 者と違い、宣言的で

はない。具体的に職業安定組織を構成し運営することが義務付けられており、その際に労使

の参加が予定されている。しかも、労使の団体との協議については相当に詳しい内容が規定

されている。第 4 条曰く、「1 項 職業安定組織の構成及び運営並びに職業安定業務に関する

政策の立案について使用者及び労働者の代表者の協力を得るため、審議会を通じて適当な取

極が行われなければならない。2 項 それらの取極においては、一又は二以上の中央の審議

会並びに必要な場合には地方及び地区の審議会の設置を定めなければならない。3 項 それ

らの審議会における使用者及び労働者の代表者は、使用者及び労働者の代表的団体が存在す

る場合には、それらと協議の上それぞれ同数が任命されなければならない。」ここでは「中

央の審議会並びに必要な場合には地方及び地区の審議会の設置」という具体的な組織の設置
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は強行的義務規定である。 

 同様に、民間職業仲介事業所に関する条約 181 号も労使の団体との協議についてかなり詳

しく定めている。すでに 1 条から始まり、ほぼすべての条文で労使との協議が規定されてい

るだけでなく、第 3 条 1 項にいたっては「民間職業仲介事業所の法的地位については、国内

法及び国内慣行に従い並びに最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で決定す

る」と、規定対象の根本的な法的性質決定についてすら労使との協議を条件づけていること

が特徴的である。 

 

第４節 特定の事柄に関する条約 

１．労働条件に関する基準 

 最低賃金決定条約（131号）では、1 条 2 項で「関係のある代表的な使用者団体及び労働者

団体が存在する場合にはそれらの団体と合意して又はそれらの団体と十分に協議したうえ、

最低賃金制度の対象とされる賃金労働者の集団を決定する」とあり、上記 181 号条約と同様

に保護対象の範囲まで労使協議の上で決定するような規定のされ方がなされている。また、

ここには「それらの団体と合意して又はそれらの団体と十分に協議したうえ」という「協

議」を「合意」にまで高めることも予定されている。また、4 条においても 2 項と 3 項 bで、

いずれも労使協議を義務化しているが、それらは最低賃金制度そのものの構築と運営にとっ

て基本的なことである。 

 職業リハビリテーションおよび雇用（障害者）条約（159号）が規定する主要な内容は「障

害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する国の政策を策定し、実施し及び定期的に検

討する」こと11であるが、5 条が「代表的な使用者団体及び労働者団体は、上記政策の実施

（公的機関と民間団体との間の協力及び調整を促進するためにとられる措置を含む）に関し

て協議を受ける。また、代表的な障害者の及び障害者のための団体も、協議を受ける」と規

定するが、ここで用いられている表現も shall
12であって協議が義務であることが明確である。 

 

２．安全衛生関係の基準 

 放射線からの保護に関する条約（115号）は冒頭の 1 条で「この条約を批准する国際労働機

関の各加盟国は、法令、実施基準その他の適当な方法によりこの条約を実施することを約束

する。この条約の適用にあたり、権限のある機関は、使用者及び労働者の代表者と協議す

る」とある。すなわち、条約の保護法益である放射線からの労働者の保護について、加盟国

（政府）は条約を実施する際法令等（とりわけ立法措置）を通して行い、しかもそのさい労

使との協議が義務化されている。 

 機械防護条約（119号）においては、1 条 2 項、5 条 3 項、9 条 3 項、16 条、17 条 2 項 a におい

                                                      
11

 2条 
12

 The representative organisations of employers and workers shall be consulted 
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て広範な労使協議義務を設定しており、とりわけ 16 条は「この条約を実施するための国内法

令は、権限のある機関が、関係のある最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに適当な

ときは製造者団体と協議したうえで、作成する」となっている。機械の防護に関する国内立

法には労使協議が必要条件であることが明らかである。 

 職業がん条約  139 号の  6 条  a は「法令又は国内慣行及び国内事情に適合するその他の方法

により、関係のある最も代表的な使用者団体及び労働者団体との協議の上、この条約を実施

するために必要な措置をとる」とし、一般的な形で労使協議義務を規定している。 

  

第５節 結語 

 以上眺めてみてきたことから言える一般的帰結は、ILO条約において多くの場合、労使団

体との協議は条約の履行にとって必要条件となっているということである。もちろん、一部

の条約を除いて「協議」は「合意」を意味しないし、協議の態様（組織）も各国・各問題別

に多様性があってもいいが、協議  consultation なしには条約の完全実施はない。また、国際

労働基準に関する三者協議を一般的に定めた 144 号条約が批准されている効果として、新し

い条約の審議や廃棄の提案などについて国内的に三者協議が義務化されることにより、個別

条約において三者協議が明示的に規定されていない場合であっても、かなり一般的に国際労

働基準については協議が必要となる。 

 

 表１．ＩＬＯ批准条約一覧（労使団体の代表者との協議等について定めたもの） 

条約

番号

条 約 名 採 択 年 批准登録年月日

26 最低賃金決定制度条約 昭3年 (1928) 昭46.4.29 (1971)

88 職業安定組織構成条約 昭23年(1948) 昭28.10.20(1953)

100 同一価値の労働についての男女労働者に対する同一

報酬に関する条約

昭26年(1951) 昭42.8.24 (1967)

115 放射線からの保護に関する条約 昭35年(1960) 昭48.7.31 (1973)

119 機械防護条約 昭38年(1963) 昭48.7.31 (1973)

120 商業及び事務所における衛生条約 昭39年(1964) 平5.6.21 (1993)

122 雇用政策条約 昭39年(1964) 昭61.6.10 (1986)

131 最低賃金決定条約 昭45年(1970) 昭46.4.29 (1971)

138 就業の最低年齢に関する条約 昭48年(1973) 平12.6.5 (2000)

139 職業がん条約 昭49年(1974) 昭52.7.26 (1977)

142 人的資源開発条約 昭50年(1975) 昭61.6.10 (1986)

144 国際労働基準の実施促進のための三者間協議条約 昭51年(1976) 平14.6.14 (2002)

156 家族的責任を有する男女労働者の機会及び

待遇の均等に関する条約

昭56年(1981) 平7.6.9 (1995)

159 職業リハビリテーション及び雇用（障害者）条約 昭58年(1983) 平4.6.12 (1992)

162 石綿条約 昭61年(1986) 平17.8.11 (2005)

181 民間職業仲介事業所に関する条約 平9年 (1997) 平11.7.28 (1999)

182 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時

の行動に関する条約

平11年(1999) 平13.6.18 (2001)

187 職業上の安全及び健康促進枠組条約 平18年(2006) 平19.7.24 (2007)
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第２章 フランス 

 

第１節 労働分野における政策決定の概要 

１．政策決定プロセスの概要 

 フランスでは、労働立法及び改正の際には、労使との事前協議を行うことが「社会的対話

の近代化に関する 2007 年 1 月 31 日の法律第 2007-130 号」により定められている。同法により、

政府が検討している全ての立法・改正案で、労働の個別的関係及び集団的関係、雇用・職業訓

練に関する全国レベル又は産業レベルの交渉範囲に属するものは、全国レベル又は産業レベ

ルの労使の代表組織との事前の協議の対象となる。 

 このため政府は、労働・雇用・職業訓練に関する立法・改正を検討する場合、労使代表組

織に対して、現状判断、追求すべき目標および主要な選択肢を示す改革方針案を含む文書を

労使代表に通知しなくてはならない（労働法典 L.101-1 条 2 項）。 

 政府からのこの通知を受けて、労使代表組織はそれぞれ、労使交渉をするか否かについて

の意思及び交渉の実行に必要と思われる期間を政府に伝える（労働法典 L.101-1 条 3 項）。労

使代表が「交渉を行う」と回答した場合、政府は労使代表による交渉の結果を待ち、労使合

意を基に法案を作成する。なお、労使交渉は、全国レベルで「代表性を持つ」と国が認めて

いる5つの労働組合と、3 つの使用者団体により行われる（表 1）。 

 

表１．フランスの労使団体 

 

 法案作成後、そのテーマに応じて全国団体交渉委員会（CNNC：Commission nationale de la 

négociation collective）、雇用高等委員会（CSE：Comité supérieur de l’emploi）、全国生涯職業

訓練評議会（CNFPTLV：Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie）

に対して、当該法案の諮問がなされる。この 3 機関は、いずれも政労使三者構成機関である1。

                                                      
1
 フランスでは、このような日本の審議会に類似した政労使三者構成による機関が多数存在する。最も大きなも

のは、経済社会評議会（CES:Conseil économique et social）である。なお、労働分野においては、CNNC、CSE

及びCNFPTLVの 3 機関の他に、雇用方針評議会（COE：Conseil d’orientation pour l’emploi）、年金政策指導評議

会（COR：Conseil d’orientation des retraites）、労働条件評議会（COCT ：Conseil d’orientation sur les conditions de 

travail）、労災防止高等評議会（CSPRP：Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels）がある。設立

年、根拠法、構成メンバー等は各機関で異なる（詳細については第 2 節を参照のこと）。 

「代表性」を公認されている 5 労組 3 つの使用者団体 

フランス労働総同盟（CGT） フランス企業運動（MEDEF/大企業） 

フランス民主労働同盟（CFDT） 中小企業総連盟（CGPME/中小零細企業） 

労働者の力（CGT-FO） 手工業者連盟（UPA/手工業） 

フランスキリスト教労働者同盟（CFTC）  

管理職総同盟（CFE-CGC）  
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この他にも、担当閣僚、場合によっては大統領が労使の代表を呼び、法案について意見交換

を行う場合もある。 

 また、同法により、政府は毎年、翌年の労働・雇用・職業訓練分野における個別的・集団

的関係に関する政策方針及びその実施日程（スケジュール）を、全国団体交渉委員会

（CNNC）へ提出することが義務づけられている。労使代表組織についても、現在進行中の

全産業における労使交渉の進捗状況及び翌年に予定している交渉日程を提示しなければなら

ない。さらに政府は、毎年、前年に実施された協議・諮問手続き、当該手続きの中で交渉が

行われた様々な分野及びその状況に関する報告書を議会に提出しなければならない（労働法

典 L.101-3 条）。 

 なお、公共の秩序や公衆衛生に関連する理由から早急な法の可決が必要とされる場合につ

いては、政府は「緊急宣言」を行うことにより、同手続きを例外的に免除される。しかし、

その場合にも、何らかの具体的な措置を取る前に、その決定について理由を付して、労使代

表組織に対して書面で通知しなければならない（労働法典 L.101-1 条第 4 項）。 

 このようにフランスでは、労働分野における政策決定において、労使との事前協議が義務

づけられている。また、近年、特にサルコジ大統領の就任以降、「社会的パートナー（労

使）を尊重する」という方針が強調されており、大統領が、官邸に社会的パートナーを招き、

政労使が共同で取り組む議題について表明し、意見交換を求めることが頻繁に行われている。 

 最近では、前述した労働法典 L.101-1 条 2 項で定められたプロセスにのっとり、職業訓練制

度の改革に関する法律が制定された。職業訓練制度の改革を検討する政府は、2008 年夏に労

使代表（表 1 にある 5 労組、 3 使用者団体）に改革方針についての文書を送付、労使代表は

「交渉する」と回答し、同年  9 月末から労使交渉を開始した。その後交渉を重ね、2009年 1 

月 7 日に合意に達し、その労使協定をもとに政府は法案を作成、最終的に 2009 年 11 月に「生

涯を通じた指導及び職業訓練に関する 2009 年 11 月 24 日の法律」として成立した。 

 こうしたプロセスを経て、政府は法案を作成、議会に提出する。法案は本会議の前に行わ

れる委員会で審議・修正が行われることがある。この委員会修正案が本会議に提出され、全

体討論から始まり、条文ごとに修正案をひとつずつ審議し議決していく逐次討論が行われる。

修正の程度は法案によって異なるが、字句修正が多い。なお、労働分野においては、事前協

議の労使協定をもとに法案が作成されるのが通常であり、この労使合意から大幅に逸脱した

修正が行われることはない2。 

 法案の各条文について、政府が原案のままでの成立を望む場合には、議会に対してその全

部または一部につき一括投票（vote bloqué）により採択することを請求することができる。

この場合には、議会は当該法案につき 1 回の票決により賛成か反対か決定するのみとなる。 

                                                      
2
 ただし、労使協定の中には全国的な強制力を持たせるのにそぐわない内容のものもあり、そうしたものにつ
いては労使との協議のうえ、法案に盛り込まれない場合もある。その場合、労使は労使協約に落とし込み対

応する。 
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 なお、法案は政府提出法案が中心であり、議員立法は少ない。表 2 は、国民議会のホーム

ページで確認できる、政府提出法案と議員提出法案の割合に関する最新の数をまとめたもの

である。表の下のリストは、2007 年－2008 年会期における議員提出法案の一覧（統計では

14となっているが、国民議会で公表されている法案は13件）である。 

 

表２．政府提出法案と議員提出法案の数 

 

 

議員提出法案（2007-2008 会期）の一覧 

 ＜国民議会＞ 

 ・モーターエンジンの商品化と利用の条件に関する2008 年 5 月 26 日の法律（n
o
2008-491） 

 ・請求のなされていない生命保険契約の締結者の探求を可能にし、被保険者の権利を保障

する 2007 年 12 月 17 日の法律（n
o
2007-1775） 

 ・新たな被害者のための権利を創設し、刑の執行を改善する2008 年 7 月 1 日の法律 

（n
o
2008-644） 

 ・イル・ド・フランスにおける通学用交通機関の組織に関する2008 年 7 月 1 日の法律 

（n
o
2008-643） 

 ・一般医療の教員に関する 2008 年 2 月 8 日の法律（n
o
2008-112） 

 ・電気及び天然ガスの規制料金に関する 2008 年 1 月 21 日の法律（n
o
2008-66） 

 ・権利の単純化に関する 2007 年 12 月 20 日の法律（n
o
2007-1787） 

 

会期 

最終的に可決 

された法案 

政府提出法案 

（projets de loi） 

議員提出法案 

（proposition de loi）

2006-2007 

（07年 6月 20日～ 

9月 30日） 

  

32 
32 

（うち条約の承認法案：26）

 

0 

2007-2008 

（07年 10月 1日～ 

08年 9月 30日） 

 

103 
89 

（うち条約の承認法案：47）

 

14 
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＜上院＞ 

 ・県議会議員の任務に対する男女の平等なアクセスを容易にする  2008 年  2 月  26 日の法律

（n
o
2008-175） 

 ・アソシエーション雇用小切手（chèque emploi associatif）の拡大に関する 2008 年 4 月 16 日

の法律（n
o
2008-350） 

 ・連帯の日に関する 2008 年 4 月 16 日の法律（n
o
2008-351） 

 ・欧州地域協力グループに関する EU ルールと地方自治一般法典とを一致させることで、

国境や地域を越えた国際的な協力を強化することを目指す 2008 年 4 月 16 日の法律 

（n
o
2008-352） 

 ・民事に関する時効を改正する 2008 年 6 月 17 日法律（n
o
2008-561） 

 ・縁日又はアトラクション・パークのためのメリーゴーランド、機械、設備の安全に関す

る 2008 年 2 月 13 日の法律（n
o
2008-136） 

 

国民議会：統計ページ（http://www.assemblee-nationale.fr/13/seance/statistiques-13leg.asp）より 

 

 これをみると、労働分野における議員立法は稀であることがわかる。ただし、例外的に、

2006 年 4 月に、労使との事前協議や議員による投票・採決を経ずに、初回雇用契約（CPE）

導入関連法案を強引に成立させたため（06年  1 月）、各地で抗議運動が拡大し、フランス全

土が大混乱に陥り、CPE が撤回され、これに代替する若年者雇用対策を盛り込んだ与党議員

による法案3が可決された例（LOI n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l’accès des jeunes à la vie 

active en entreprise）がある。 

 

２．社会的対話の近代化に関する法律成立の背景と経緯 

 前述の  2007 年  1 月  31 日の法律（「社会的対話の近代化に関する  2007 年  1 月  31 日の法律第

2007-130号」）は、EU レベルでのプロセスを踏襲するものとして成立したが、労働分野にお

ける立法手続きと社会的パートナーとの関係のあり方については、それ以前から、政府にと

って重要な課題のひとつと認識されてきた。その背景には、「政府は労使の意見を十分に反

映した政策決定を行っていない」として、労組が大規模な抗議運動を展開し、社会的混乱を

招くというケースがしばしば生じていたという事実がある。 

 2002 年には、当時のラファラン首相は、施政方針演説で「国が重要なイニシアティブをと

る場合、必ず事前に社会的パートナーに諮問する。労働関係の規定を定める際には、我が国

の法体系を前提として、社会的パートナーには労使協定により定める自治が認められる」と

述べた。 

                                                      
3
 法案作成には、労使代表及び学生への意見聴取が行われた。また、このCPE導入時における社会的混乱が、

労使対話の近代化法の制定の大きな契機となった（詳細は次項参照のこと）。 
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 その後政府は、職業訓練制度と労使団体交渉の改革法「全生涯にわたる職業教育及び社会

的対話に関する  2004 年  5 月  4 日の法律第2004-391号」4の立法理由を説明する際、「政府は労

働に関し立法を必要とするあらゆる改革を全国複数産業間交渉（AI :Accord national 

interprofessionnel）に付託する正式な約束をする。その結果、政府は、労働法の改正に関す

るあらゆる法案を策定する前に、政府が提起したテーマについて社会的パートナーが交渉プ

ロセスの開始を望んでいるか否かを知るべく、事前に社会的パートナーに正式に諮問する」

と表明し、先のラファラン首相の言葉は「正式に」裏付けられた。 

 しかし、2005 年 5 月に雇用創出を優先課題に掲げて発足したド・ヴィルパン内閣は、「企業

にはより多くの柔軟性を、労働者には新たな安心を両立させて保障する」システムとして、

「試用期間を 3 カ月から 2 年に延長し、この間の解雇は自由」とする新たな雇用契約（CNE）

を同年  9 月に、さらに翌  2006 年  1 月にはこの  CNE の対象者を26歳未満の若年者に限定した

初回雇用契約（CPE）の導入を、労使との協議を経ずに実施した。特に  CPE に関しては、

「緊急性を要する」という理由で議員の採決を経ずに強引に成立させた。これにより、労組

を中心とした大規模な抗議運動が全国的に展開され、およそ 3 カ月にわたりフランス全土が

大混乱に陥った5。 

 これにより、労働関連分野の改革における労使の事前協議の義務付けに関する法案作成が

急がれた。政府は、2004 年 5 月 4 日の法律（全生涯にわたる職業教育及び社会的対話に関す

る法律第2004-391号）の立法理由の延長線上で、社会的パートナーとの一貫性ある完全な協

議手続きを設定することを目的として、「社会的対話の近代化に関する 2007 年 1 月 31 日の法

律第2007-130号」を制定した。 

 政府は、同法の立法理由について、「政府と社会的パートナーとの関係を再編成し、社会

的パートナーを労働法に関する規範と改革の中心に据えることにより、社会的対話の近代化

を実施するという、我が国の未来のために不可欠な改革である」と発表した。 

 

第２節 政策決定における政労使三者構成機関の制度と役割 

１．労働分野における三者構成機関 

 フランスでは、憲法 70 条により、「経済的・社会的性格をもつ全ての計画または全ての法

律案は、意見を聴取するために経済社会評議会に付託される」ことが定められている。 

 経済社会評議会（Conseil économique et social）は、1926年（第 3 共和制時）に公権力によ

                                                      
4
 同法は、職業教育訓練制度の改革と労使の団体交渉の改革の 2 つの内容から成る。これまでの団体交渉では、1

つの組合が使用者側に同意するだけで交渉が成立していたが、同法により団体交渉に「多数決原理」が導入

された。これにより、複数産業間協定の成立には5労組のうち、3 労組の同意が必要となった。 
5
 CPE導入関連法案については、当時のド・ヴィルパン首相が「緊急性を要する」として、議員による投票・

採決を経ずに法案の議会通過を可能とする「憲法49条第  2 項」を適用し、強引に成立させたが、結局CPEは

撤回に追い込まれた。また、CNEは  2 年という解雇可能期間が  ILO158 号条約（「使用者の発意による雇用の

終了に関する条約」）に反するというILOの決定を受け、2008年  3 月に廃止となった。ILO158 号条約では、

「試用期間は合理的な長さで、事前に定められていなければならない」と規定しており、フランスは同条約を

1989 年に批准している。 
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る政策の立案と実施について経済的、社会的活動の代表者の意見を反映させるための機関と

して設立された「全国経済評議会（Conseil national économique）」を起源とし、第  4 共和制

に至り憲法上の機関として位置づけられ「経済評議会（Conseil économique）」となった。第

5 共和制憲法では、「社会分野の利益代表をも重視する」という観点から、「経済社会評議

会」に変更された。 

 経済社会評議会の議員は 230 名で大部分は労働組合、経営者団体、職業団体などの代表的

な団体からの選出により、一部が政府の任命による学識経験者である。第4共和制下の経済

評議会と比べて政府任命議員の比率が高くなっている。評議会は、憲法上で設けられた職能

代表に対する公式の利害調整の場であり、経済的、社会的問題に関して政府の諮問を受けて

答申を行う一方で、自発的に政府に対して意見を述べる。 

 労働分野においては、全国団体交渉委員会（CNNC：Commission nationale de la négociation 

collective）、雇用高等委員会（CSE：Comité supérieur de l’emploi）、全国生涯職業訓練評議会

（CNFPTLV：Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie）、雇用方針評

議会（COE ：Conseil d’orientation pour l’emploi）、年金政策指導評議会（COR：Conseil 

d’orientation des retraites）、労働条件評議会（COCT ：Conseil d’orientation sur les conditions de 

travail）、労災防止高等評議会（CSPRP：Conseil supérieur de la prévention des risques 

professionnels）等が、政労使三者構成の機関である。設立年、根拠法、構成メンバー等は各

機関で異なり、各組織の概要については以下の通りである。なお、各法律の制定年により省

庁名や組織名が現在と異なる場合があるが、ここでは原文にある通り紹介する6。 

 

○全国団体交渉委員会（CNNC ） 

【任務】 

労働法典 L.136－1条 

 1973 年に設立されたCNNCは以下の構成員から成る。 

－委員長：労働担当大臣又はその代理人 

－農務大臣又はその代理人 

－経済担当大臣又はその代理人 

－コンセイユ・デタ（国務院）7社会部門の局長 

－全国レベルで最も代表的な賃金労働者の組合組織の代表、及び全国レベルで最も代表的な

使用者組織の代表（農業、職人の代表、公共企業体の代表）がそれぞれ同数 

L.136-2条 

 CNNC の任務は以下の通りである。 

                                                      
6
  例えば、使用者団体について現在の MEDEF の前身組織名（CNPF）が挙げられている場合や、構成メンバー

について、各組織の成立時の省庁名により、「労働担当大臣」とする組織もあれば、「雇用担当大臣」とする

組織もある。 
7
 フランス政府の諮問機関および行政裁判における最高裁判所としての役割を持つ。 
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1）労働担当大臣に、特に部門同士の協定の調和を図るため、団体交渉の発展を促す提案を

する。 

2）特に団体交渉などに関係する、労働の現場における個人関係や団体の関係に関する一般

規則についての法案、オルドナンス（委任立法）8、デクレ（政令）について答申する。 

3）労働協約・労働協定の拡張及び拡大、並びに（労働協約・労働協定の）拡張または拡大

を定めたアレテ（省令）の廃止について、労働担当大臣に答申する。 

4）事前に諮問した解釈委員会の構成員のうち、半分以上が要求した場合に、労働協約・労

働協定の条項の解釈について答申する。 

5）L.141-4 条及び L.141-7 条の定める条件内で、最低賃金の決定について、労働担当大臣に

理由を付した答申を出す。 

6）実際の賃金及び労働協約・労働協定の定める最低給与の変動、公共企業体における所得

の変動を注意深く見守る。 

7）団体交渉の年度ごとの総合評価を分析する。 

8）労働協約における職業ポストと賃金の平等の原則、職業における男女平等の原則、賃金

労働者の属する民族、国籍、人種に拘らず平等な扱いをするという原則、さらに障害者

の労働権のために実施されている政策の適用について年間を通して注意深く追跡し、不

平等が根強く残る状況を探知し、その原因を分析する。CNNC は労働担当大臣に、平等

の原則の実現を促進するために、あらゆる提案をする。 

9）50歳以上層の人口の雇用維持あるいは雇用復帰を促進するためのあらゆる提案を労働担

当大臣にするために、彼らの就業率の変動を年度ごとに追跡する。 

【構成】 

R.136-1条 

 CNNCの本部には、賃金労働者の代表18名と使用者の代表18名が在籍する。 

R.136-2条 

 賃金労働者の正式な代表は、以下の条件に基づき、労働担当大臣により任命される。 

1）CGTの提案に基づき、6 名の代表 

2）CFDTの提案に基づき、4 名の代表 

3）CGT-FOの提案に基づき、4 名の代表 

4）CFTCの提案に基づき、2 名の代表 

5）CFE-CGCの提案に基づき、2 名の代表 

R.136-3条 

 使用者の正式な代表は、以下の条件に基づき、労働担当大臣により任命される。 

                                                      
8
 オルドナンスは、法律事項のうち特定の事項について国会の授権に基づいて政府が迅速に制定するという意味

で委任立法の実質を有し、その制定後に国会が追認すれば名実ともに法律となるが、追認がない場合でも命令

の資格で存続し、改正には法律を要するものである（憲法第38条）。（『アクセスガイド外国法』p96より） 
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1）農業以外の職業を代表する者12名。このうち、 

  a）全国フランス雇用者評議会（CNPF）9の提案に基づき、工業・商業・サービス業の企

業の多様なカテゴリーを代表する者 9 名。このうち 2 名は中小企業を代表し、もう 1

名は、CNPF の協議をもとに、公共企業体を代表する。 

  b）CGPME（中小企業連盟）の提案に基づき、2 名の代表。 

2）農業の職業を代表する者2名。 

3）UPA（手工業者連盟）の提案に基づき、職人の使用者を代表する者 3 名。 

4）UNPL（全国自営業協会同盟）の提案に基づき、自営業の代表 1 名。 

R.136-7条 

 CNNC は、労働担当大臣が自ら決めた場合、及び正式な構成員の過半数が要求した場合に

召集される。CNNC は少なくとも年に一回は会議を開く。 

 

○雇用高等委員会（CSE） 

労働法典 L.322-2 条及び R.322-12 から R322-13 条まで 

【任務】 

 1963 年に設立された雇用高等委員会（CSE）の主な任務は、政策の実施にあたり労働担当

大臣をサポートすることである。これらの政策は「経済発展に伴う変化の中で、賃金労働者

の活動の持続性を保障し、そのために、技術の向上又は生産条件の変更による転職の場合に、

工業や商業の新たな職業に賃金労働者を適応させることを促進する」ためのものである。 

 雇用高等委員会は雇用政策の方向性及び適用、特に労働力の必要な職業や地域、需要と供

給のバランスが極度に崩れてしまった地域や職業、リストラ、人員削減などが深刻化してい

る職業や地域を特定するための基準について、さらに、毎年労働担当大臣が国会に提出する

雇用政策報告書についての見解を示す。 

【構成】 

 雇用高等委員会の委員長を務めるのは、労働担当大臣またはその代理人である。委員会は

以下の構成員から成る。 

－雇用担当大臣の代表 2 名 

－経済・財務大臣の代表 2 名 

－教育大臣の代表 1 名 

－産業・科学開発大臣の代表 1 名 

－設備・住居大臣の代表 1 名 

－農務大臣の代表 1 名 

－首相付領土計画整備担当特命大臣の代表 2 名 

                                                      
9
  フランス企業運動（MEDEF）の前身組織のひとつで、1998 年に MEDEF に統一された。法律では名称はCNPF

のままとなっているが、実際は MEDEF を意味する。 
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－職業訓練・社会的地位向上省庁間委員会の書記長またはその代理人 

－使用者組織の代表 10 名 

－労働者の組合組織の代表 10 名 

－産業商業における雇用のための職業間同盟の役員会から 2 名 

 また、雇用担当大臣は関係する行政機関や組織の代表に、研究テーマに応じて意見を求め、

雇用高等委員会の作業に彼らを参加させることができる。 

 

○全国生涯職業訓練評議会（CNFPTLV） 

【任務】 

労働法典 L.6123-1 条（職業訓練に関する2009年10月の法律により修正） 

 2005 年 4 月に設立された全国生涯職業訓練評議会は、以下の任を負う。 

1）初期及び継続的職業訓練政策に関する数カ年の方針や年間の優先課題を決定し、及びこ

れら政策の発案や実施後のフォローを行うために、全国レベルで、国、地域圏10、労使、

及びその他の主体との間で行われる協議を促進する。 

2）全国レベル、地域圏レベルで、また、産業別、産業横断的に、初期及び継続的職業訓練

政策の評価を行う。 

3）初期及び継続的職業訓練に関連する法案、オルドナンス案、規則案に関する意見を述べ

る。 

4）職業訓練制度の組織及びその発展に関する公的議論の活性化に寄与する。 

国の行政及び公的機関、地域圏議会、会議所（organismes consulaires）、及び職業訓練に関

係する労使が運営する政府認可の公的機関11は、全国生涯職業訓練評議会に対して、その

使命の実行に必要である情報や調査研究結果を提出しなければならない。 

 本条の適用方法は、コンセイユ・デタの議を経たデクレで定められる。 

 

【構成】 

L.6123-2 条（職業訓練に関する 2009 年 10 月の法律により修正） 

 全国生涯職業訓練評議会は、首相の下に設置される。議長は、閣議で指名される。評議会

には、地域圏議会で選出された代表、国及び議会の代表、関係する労使の代表、職業訓練分

野の有識者が参加する。 

D.6123-2 条 

 全国生涯職業訓練評議会は、以下の者で構成される。 

                                                      
10

 フランスで「地域圏（région）」という行政単位が登場したのは1956年のことで、現行の地方行政区分で、最

も大きな区分で州に相当する。1982年の「地方分権法」の施行以降、フランス本土には22の地域圏が存在し、

2～8の県でひとつの地域圏を構成している。各地域圏には、構成している県の議会から指名された評議員で

構成される地域圏議会が設置され、立法と行政の役割を担っている。 
11

 在職者の職業訓練のための資金（職業訓練税）を徴収する機関であるOPCA（Organisme paritaire collecteur 

agréé）等。 
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1）国の代表10名。職業訓練担当大臣の代理 1 名、教育担当大臣の代理 1 名、内務大臣の代理 

1 名、中小企業担当大臣の代理 1 名、農業担当大臣の代理 1 名、厚生・社会問題担当大臣

の代理 1 名、経済・財務担当大臣の代理 1 名、海外担当大臣の代理 1 名、スポーツ担当大

臣の代理 1 名、職業上の同等・平等担当大臣の代理 1 名 

2）国民議会議員 2 名、上院議員 2 名 

3）地域圏議会議員25名、コルシカ議会の議員 1 名 

4）全国レベルの代表的労使代表組織の代表12名 

5）（商工）会議所（chambres consulaires）の代表 3 名、職業訓練関連組織の代表 3 名 

6）職業訓練担当大臣のアレテで指名される職業訓練分野の有識者 3 名 

7）全国職業資格証明委員会の委員長 

D.6123-4 条 

 労使代表組織の代表は、労使それぞれの提案に基づき、職業訓練担当大臣のアレテによっ

て指名される。その割合は下記の通りである。 

1）全国レベルの労働組合の代表 5 名 

2）フランス企業運動（MEDEF）、中小企業総同盟（CGPME）、手工業者連盟（UPA）によっ

て指名された使用者組織の代表 6 名 

3）全国農業経営者組合連合（FNSEA）の代表 1 名 

 

○雇用方針評議会（COE ） 

 COE は、雇用問題全般に関する専門的知識及び相談のための新しい機関として、2005 年 4

月 7 日にデクレによって立案され、2005年10月 6 日、首相により設置された。議長と副議長、

労使代表（労働組合 8：使用者 7 ）、国会議員、地方自治体の代表者、雇用問題に関係する公

的組織・行政機関の長、労働雇用問題の専門家から成る。 

  

○年金政策指導評議会（COR ） 

 2000 年に設立された COR は多元的で常設の組織であり、議員、労使代表、専門家及び国

の代表者から成っている。主な任務は、老齢年金制度の追跡調査を実施し、専門家による見

解を提供し、さらに法案の提案をすることである。 

 

○労働条件評議会（COCT ） 

 COCT は労働の現場における健康・安全の維持及び向上と、労働条件の改善に関する国の

政策の立案に参加することを目的として設立された。常任委員会、一般委員会、6 つの特殊

委員会で構成される。一般委員会は、議長と副議長、労使代表（労働組合 9：使用者 6 ）、公

共企業、公的組織・行政機関の代表、専門家から成る。 

 



－ 23 － 

○労災防止高等評議会（CSPRP） 

 CSPRP は、国の労災防止政策の樹立に関わる。労働担当大臣に、職場における健康と安

全の改善、そしてより一般的には労働条件の改善を可能にするあらゆる措置を提案すること

をその任務とする。議長、副議長、労使代表（労働組合 7：使用者 9 ）により成る。 

 

 

２．ＩＬＯ条約に関する実施状況 

（１）第２６号条約 

 フランスは、1930 年に第 26 号条約を批准している。最低賃金の改定については、毎年政

府が、政労使三者構成機関である全国団体交渉委員会（CNNC）に諮問し、その意見を聞い

た後、デクレにより改定する。CNNC の構成や内容については、前項を参照のこと。 

 

（２）第８８号条約 

 フランスは、1952 年に第 88 号条約を批准している。公共職業紹介サービスを担っていた

公共職業安定所（ANPE）は、1967 年に労働・雇用・職業訓練省の監督下にある公的機関と

して設立された。ANPEは政府により指名された委員長のもと、労使代表、行政の代表から

なる三者構成の運営委員会により統括されていた。 

 ANPEは、公共雇用サービスの改革に関する2008 年 2 月 13 日の法律により、2009 年 1 月 1 日

には、失業保険制度の管理・運営を担っていた政府認可の労使同数代表主義による公的機関

である全国商工業雇用連合（UNEDIC）及びその地方機関の商工業雇用協会（ASSEDIC）と

統合し、現在では雇用局（Pôle emploi）として、公共職業紹介サービスを行っている12。こ

の雇用局も、三者構成による理事会により統括されている。なお、雇用局の理事会の概要は

以下の通りである。 

 

○雇用局（Pôle Emploi）理事会 

【活動内容】 

労働法典 R5312-6条 

理事会は雇用局に関係する事柄を処理する。又、以下を審議する。 

1）年度ごとの方針や、活動を展開するための計画など 

2）企業の採用を促進する政策や、社会参入、転職、昇進、地理的移動を促進する政策 

                                                      
12

 ASSEDICは、1901年法に基づいて設立された、労使同数代表主義による民間の非営利組織（アソシエーショ

ン）である。失業保険制度を労使が管理・運営しているフランスでは、全国レベルでの制度の管理を

UNEDICが行い、地方機関のASSEDICが被保険者の窓口となっていた。しかし、職業紹介と失業保険給付手

続きを一本化し、求職者の負担を軽減することを目的として、「公的雇用サービスの組織の改革に関する2008

年2月13日の法律」により、ANPEとUNEDIC及びASSEDICとの統合・再編が定められた。これにより、職業

紹介制度と失業保険制度の組織的統合が実現し、2009年1月1日に新組織として雇用局（Pôle emploi）が誕生

した。 
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3）雇用政策の法的措置や規則の施行条件 

4）国レベルの協定 

5）求職者又は企業のために組織された活動を実行するための、専門的なサービス従事者の

利用条件 

6）年間活動報告 

7）雇用局を組織及び運営するに当たっての一般的条件 

8）地方支部のプログラム 

9）職員の雇用及び賃金に関する一般的条件 

10）特に職員の移動費用を定める雇用局の内規 

11）当初の予算及びその修正案 

12）年間の会計 

13）融資の最大額及び借り入れ 

14）寄付及び寄贈物の受納 

15）財政的参加、経済的団体や公的団体、協力関係にあるヨーロッパの諸団体への参加 

16）提供したサービスの価格設定に関する一般的条件 

17）一定額の範囲内で、局長が理事会による事前審議なしに判断できる株式の売買及び株式

の性質 

18）会計監査役の任命 

19）取引の内規及び取引委員会の構成 

20）一定額の範囲内で、局長が理事会による事前審議なしに決定することのできる取引の性

質 

【構成】 

R.5312-7条 

L.5312-1 条で言及されている機関の理事会の構成は以下の通りである。 

1）政府の代表者 5名 

－雇用大臣の任命した代表者 1 名 

－予算大臣の任命した代表者 1 名 

－教育大臣の任命した代表者 1 名 

－内務大臣の任命した代表者 1 名 

－移民大臣の任命した代表者 1 名 

2）全国規模の組合の代表者 5 名 

a）労働総同盟（CGT）の提案により任命した代表者 1 名 

b）民主労働同盟（CFDT）の提案により任命した代表者 1 名 

c）労働総同盟－労働者の力（CGT-FO）の提案により任命した代表者 1 名 

d）キリスト教労働者同盟（CFTC）の提案により任命した代表者 1 名 
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e）管理職総同盟（CFE-CGC）の提案により任命した代表者 1 名 

3）全国規模の使用者団体の代表者 5 名 

a）フランス企業運動（MEDEF）の提案により任命した代表者 3 名 

b）中小企業総同盟（CGPME）の提案により任命した代表者 1 名 

c）手工業者連盟（UPA）の提案により任命した代表者 1 名 

4）雇用大臣の任命した専門家 2 名 

5）フランス地方団体及びフランス県団体、フランス市長団体の提案に基づいて任命した地

方自治体の代表者 1 名 

 

（３）第１４４号条約 

 フランスは、1982 年に第 144 号条約を批准している。翌 83 年 11 月には、同条約の批准に関

する政労使三者構成による諮問委員会として、「COMISSION 144（ILOのための諮問委員

会）」を、労働省下にアレテによって設立している。その後、1988 年11月には、144 号条約に

限らず幅広いテーマを扱う政労使三者構成の諮問委員会として、「CDSEI：欧州・国際問題

のための社会的対話委員会」を労働省下にデクレにより設立し、現在、二つの諮問委員会が

併存している。なお、COMISSION144では労使代表各 5 名、CDSEIでは労使代表各 8 名が構

成メンバーとして参加している。 
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第３章 ドイツ 

 

ドイツでは、労働分野における政策策定の際に、労使が関与して重要な役割を果たす。 

連邦労働社会省では、立案時に労使から意見を聴取することが頻繁に行われているが、

これは連邦省庁共通職務規程（GGO）で草案時に利害関係者の意見を聞くことが要件とし

て規定されているためである。また、連邦議会では、専門委員会（Fachausschüsse）の法案

審議時に、必要に応じて公聴会が開催される。22 ある常任の専門委員会の中で、労働関係

法案を主管する労働社会委員会の公聴会には、主に労使を中心とした関係者が召集され、法

案審議の際に影響を及ぼしている。 

労使に政府もしくは学識を加えた三者構成制度に関しては、最低労働条件法に基づく中

央委員会（Hauptausschuss）や連邦雇用エージェンシー（BA）の管理評議会（Verwaltungsrat）

などといった、公労使、もしくは政労使の三者で構成されている組織が複数存在する。 

本章では、第 1 節で労働分野における政策決定の概要について述べる。具体的には、初

めに労働法案作成の中心を担う連邦労働社会省の法案作成過程について連邦議会提出までの

流れを追い、次に連邦議会の法案審議過程を述べる。 

第 2 節では、政策決定における政労使三者構成機関の制度と役割を述べる。ILO 第 26 号

条約（最低賃金決定制度の創設に関する条約）、第 88 号条約（職業安定組織の構成に関する

条約）、第 144 号条約（国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する条約）

の各条約に関連があると思われる三者構成の組織について見ていく。 

第 3 節では、これまでのまとめを述べる。 

 

第１節  労働分野における政策決定の概要 

１．連邦労働社会省の法案作成過程 

 ドイツで発案権（Gesetzesinitiative）をもつのは、連邦政府、連邦参議院、および連邦議

会議員のグループ（連邦議会規則 76 条によれば院内会派もしくは全構成員の 5 ％以上の議

員）の三者である1。 

この中で、実際に労働立法の中心をなしているのは「連邦政府」であり、連邦政府提出

の法案作成は、行政官庁の担当課によるイニシアティブと役割が大きい2。 

連邦労働社会省内で労働関連法案を起案し、法案として承認されて連邦議会に提出され

るまでの流れと労使の関与を時系列で簡単にまとめると次の表 1 のようになる。 

表 1 の 4 の部分をみると、草案の段階から労使の関与があることが分かる。 

これは、連邦労働社会省内では草案を作成する際に、連邦省庁共通職務規程（GGO）第

                                                 

1  村上淳一、守矢健一、ハンス・ペーター・マルチュケ（2008）『ドイツ法入門 改訂第 7 版』有斐閣、p.64。 
2 服部高宏（2002）「ドイツの議院内閣制における連邦政府と与党」『改革者』43 巻 10 号、政策研究フォーラム、

p.34。 
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47 条で、利害関係が生じる州、地方自治体中央団体、専門家団体や諸団体に早期に草案を

送ることが定められているためである3。したがって、5 と 6 の部分で労使の関与が可能であ

る。 

 

表１．連邦労働社会省内における通常の法案作成過程 

時系列 主な流れ 補 足 

１． 省内の関係担当課で草案を作成する（所管

部局案）。 

ほとんどの場合、担当課のイニシアティブで草案

作成が始められ、大臣・政務次官・事務次官のい

わゆる「政治的管理職（die politische Führung）」

から法案作成の指示があるのは稀である。 

２． 省の幹部会議で承認を得る。 

 

３． 他省庁と調整を行い、是認を受ける。 法令の形式面を検討する法務省、法令の実施可能

性を吟味する内務省、財源の裏付けをとる大蔵省

をはじめ、関係各省との協議・調整を経て主管省

案（Ressortentwurf）としてまとめられる。 

４． 外部の諸団体（連邦州、労使ほか）へ草案

を送付する。 

他省庁が是認後、初めて第三者へ草案（必ず閣議

未決定である旨を明示）を送付する。 

５． 諸団体（連邦州、労使ほか）は、必要があ

れば修正提案を省へ返送する。 

 

６． 諸団体（連邦州、労使ほか）の意見が大き

く異なる場合にはヒアリングを行う。 

労使同時にヒアリングを行うこともあれば、別個

にヒアリングを行うこともある。 

７． 省内で諸団体から出された修正意見を考慮

しつつ、最終案としてまとめる。 

 

８． 主管大臣（労働社会大臣）から内閣（閣

議）へ草案を提出する。 

草案目的、当初草案、草案を送付した省庁・団体

情報、諸団体からの修正提案、諸団体の修正提案

を拒否した場合はその理由などの諸情報を含めて

最終草案を内閣へ提出する。 

９． 内閣（閣議）で了承されると正式に「政府

法律案（Kabinettsvorlage）」となり、連邦議

会に提出される。 

内閣（閣議）の承認が得られた場合は、連邦参議

院に提出して、諸手続きを経た後、連邦議会提出

となる。 

 資料出所: 連邦労働社会省における現地調査（2009 年 12 月 3 日）、ドイツ使用者連盟における現地調査（2009 年 12 月  

3 日）、服部高宏（1995）「ドイツの立法過程にみる政党と官僚」『議会政治研究』No.34, 議会政治研究会, 

p.56 に基づき作成。 

 

この他にも必要に応じて、頻繁かつ非公式に労使の聴取が行われている。ドイツ使用者

連盟（BDA）の労働法担当者によると、連邦労働社会省では、草案内容が労使や他の団体

間で意見に大きな隔たりがあると想定される場合には、可能な限り各団体代表と個別に協議

をして妥協点を探る非公式な調整を草案の事前段階で行っている。通常、協議の人数として

は、連邦労働省の担当部局の部長と課長の 2 名が対応することが多く、対応する組織も同じ

                                                 

3  連邦省庁共通職務規程（Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien:GGO）2009 年 1 月 1 日版 
 第 47 条〔州、地方自治体中央団体、専門家団体および諸団体の参加〕 
 第  1 項 法案の草案は、州、地方自治体中央団体および連邦における州代表の利益に関係する場合、これら

に早期に送付しなければならない。主要な点で関係連邦省庁の意見が相違すると予想されるときは、送付

は同省の了解がある場合にのみ、行わなければならない。法案が秘密扱いであるときは、この旨を付記し

なければならない。 
 第 3 項 中央連合会および総連合会、ならびに連邦レベルにある専門家団体の適時の参加には、第 1 項および

第  2 項を準用する。特別規定が存在しない限りにおいて、参加の時期・範囲および選定は、中心的連邦官

庁の裁量に委ねる。 
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ように部長と課長の 2 名で対応する場合が多い。さらに、草案内容が労働法のみではなく社

会法にまたがる場合は、労働法の部課長 2 名、社会法の部課長 2 名の計  4 名で連邦労働社会

省と話し合いを行うこともある4。 

この他、労働政策決定過程に労使が非公式に関わる手段の事例としては、①使用者連盟

（BDA）または労働総同盟（DGB）の会長が首相と直接二者で懇談を行ったり、②当該の政

策主管大臣に書面で要請したりということを行っている。また、③政労使のトップが三者で

労働や社会に関わる問題を話し合うという政治的な三者構成の協議を行う事もある。 

上記の他に労使団体は、記者会見などメディアを利用して世論に訴え、草案の段階で省

庁に、また、法案審議の段階で連邦議会にある程度の圧力をかけることも行っている。特に

非常に複雑で理解しにくい労働法の立法審議時には、メディアを個別に招待して法案に関す

る詳細な説明を行うバックグラウンドミーティングなども行われており、労働政策決定過程

において、労使団体が果たす役割は大きい5。 

 

２．連邦議会の法案審議過程 

次に連邦議会の法案審議過程について述べる。連邦議会に提出されて成立する法案の大

多数は、連邦政府提案によるものである。連邦議会議員のグループ（院内会派もしくは全構

成員の 5 ％以上の議員）や連邦参議院からも法案は提出されるが、成立に至る数は少ない。

例えば第  16 期連邦議会（2006～2009 年）では、連邦議会に提出された全  905 件の法律案の

うち 59.3％にあたる 537 件は政府より提出された。次いで多いのが院内会派による法律案提

出で、全体の 29.2％にあたる 264 件、連邦参議院による法案提出は、全体の 11.5％にあたる 

104 件であった。最終的に成立に至った法案のうち政府提出が占める比率は 79.2％と、連邦

議会議員グループや連邦参議院による法案成立割合と比較して非常に高い。また、第  15 期

連邦議会（2002～2005 年）の成立法案に占める政府提出法案の比率が  70.3％であったこと

を考えると、その傾向は強まる方向にある6。 

この立法過程において労使を含む関係者の関与が制度化されているのは、専門委員会

（Fachausschüsse）における「公聴会（Anhörung）」である。連邦議会第 16 期立法期間では、

憲法で定められた外務委員会、EU 委員会、国防委員会、請願委員会を含む 22 の専門委員会

が設置された。各専門委員会の任務は、連邦議会の審議を準備することで、政府および連邦

参議院の代表を交えて法案を調査し、与党と野党の間の対立を可能な限り調整することであ

る7。このような専門委員会の中には、労働関連法案を専門に審議する「労働社会委員会

（Ausschuss für Arbeit und Soziales）」が存在する。労働社会委員会の委員構成は、連邦議会内

                                                 

4
  ドイツ使用者連盟（BDA）における現地調査（2009 年 12 月 3 日）。 

5  ドイツ使用者連盟（BDA）、およびドイツ労働総同盟（DGB）における現地調査（2009 年 12 月 3 日）。 
6
  連邦議会ホームページ（Statistik der Gesetzgebung – Überblick 16. Wahlperiode）。 

7
  Janet Schayan, Dr. Sabine Giehle 編（2007）『ドイツの実状』Societäts-Verlag, Frankfurt am Main 及びドイツ連邦

共和国外務省文化広報部（共同制作）、p.62。 
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の各政党の割合に準じた構成となっている8。公聴会は、委員の 4 分の 1 が必要だと認めれば

開催され、各方面の専門家や利害関係団体（労働関連法案の場合は、労使団体が主となる）

の代表から意見を聞く公聴会が開催される。 

 

図１．連邦議会の法案審議過程 

連邦議会
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資料出所: 服部高宏（1995）「ドイツの立法過程にみる政党と官僚」『議会政治研究』No.34、議会政治研究会編、p.56、 

連邦議会ホームページ（Die Gesetzgebung des Bundes）に基づき作成 

 

公聴会には、委員が招く当該法案の関係者を推薦することができるため、公聴会に呼ば

れる者の割合は専門委員会の各政党の割合に応じた委員構成に影響を受ける。労働社会委員

会の場合は、通常は労使を筆頭に、必要に応じて学識経験者や教会関係者、コミュニティ団

体代表者などが呼ばれ、公聴会において意見聴取が行われる。この呼ばれる関係者の比率は、

労働組合団体の支持層や出身者が多い社会民主党（SPD）が多ければその関係者が多くなり、

使用者団体の支持層や経済界出身者が多いキリスト教民主/社会同盟（CDU/CSU）や自由民

主党（FDP）が多ければその関係者が多くなる仕組みとなっている。公聴会に呼ばれた者は、

事前に自らの意見を書面で提出しておき、公聴会出席時に委員からの書面に対する質問に回

                                                 

8
  第 17 期連邦議会（2010 年～2013 年予定）の労働社会委員会の委員は計 37 名で、内訳は、キリスト教民主/社
会同盟（CDU/CSU）14 名、社会民主党（SPD）9 名、自由民主党（FDP）6 名、左派党（DIE LINKE）4 名、

同盟 90/緑の党（Bündnis 90/Grüne）4 名、となっている（2010 年 2 月現在）。 
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答する形ですすむ9。 

連邦議会は三読制であるが、第一読会後に当該法律案を一ないし複数の専門委員会（後

者の場合は主管委員会を決める）に付託することが決定し、その付託を受けた専門委員会で

法律案を条文ごとに審議する際に公聴会が開催される。付託を受けた専門委員会では、必要

に応じて公聴会を開催しながら法律案を条文ごとに審議し、必要であれば法律案に修正を施

した上で委員会としての態度を「議決勧告（Beschlußempfehlung）」の形で決定する10。 

専門委員会の審議時には、常時関係省庁の職員が出席しているが、職員は法案に関する

形式上の支援のみを行う（例えば、委員が条文の修正を希望した場合、法律表記など技術的

な支援は行うが、条文の内容については関わらない）。また、主管官庁の職員が専門委員会

冒頭で法案趣旨説明を行うことも多い11。 

 法案修正については、第一読会後の委員会審議を経て、第二読会時に各会派等からの修正

動議があれば併せて審議される。ドイツ連邦議会における修正動議は、実際上野党側会派提

出のものが約 9 割を占める12。 

 以上みてきたように、ドイツ連邦議会の立法審議過程において、専門委員会が果たす役割

は大きい。この専門委員会の中で労働関連法案を主管する労働社会委員会の法案審議時には

労使を中心とする関係者を召集する公聴会が制度として確立しており、ここでも労使の関与

が認められる。 

 

第２節 政策決定における政労使三者構成機関の制度と役割 

１．ＩＬＯ条約第２６号（最低賃金決定制度の創設に関する条約）－１９２９年批准 

 ILO 第  26 号条約は、1929 年のワイマール共和国時代に批准された。最低賃金の決定方式

についてドイツでは、日本のように審議会方式ではなく、労働協約方式（労働組合と使用者

との間の団体交渉で締結された労働協約上の賃金の最低額を、協約の締結当事者（組合員）

以外の外部の労働者に対しても強制的に拡張適用しようとするもの）を選択しているが、

ILO 第 26 号条約は、どちらの方式も認めている13。 

ドイツでは、最低賃金を含む労働条件決定は労使による「協約自治（Tarifautonomie）」に

よって行われている。そのため、従来から法定最低賃金制度が存在せず、労使が交渉によっ

て最低賃金に合意してきた。労働組合も  1990 年代以前までは法律による最低賃金規制を歓

迎せず、協約自治の精神に抵触するとの考えを示してきた。しかし、近年組合組織率や労働

協約適用率の低下に加え、EU 拡大による外国人労働者の増加など、グローバル化の圧力の

                                                 

9  連邦労働社会省（BMAS）、ドイツ使用者連盟（BDA）、およびドイツ労働総同盟（DGB）における現地調査

（2009 年 12 月 3 日）。 
10 服部高宏（2007）「ドイツにおける『二院制』」『比較憲法学研究』第 18・19 号合併号、比較憲法学会、p.63。 

11
 連邦労働社会省（BMAS）における現地調査（2009 年 12 月 3 日）。 

12
 服部高宏（1995）「ドイツの立法過程にみる政党と官僚」『議会政治研究』No.34、議会政治研究会編、p.56。 

13 大橋勇雄「日本の最低賃金制度について～欧米の実態と議論を踏まえて」『日本労働研究雑誌』2009 年 12 月

号、労働政策研究・研修機構編、p.5。 
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中で、労使の自治による労働協約締結には限界が生じ、逆に労働組合側から法定最低賃金導

入の要請が出されるようになった。そこで、社会民主党（SPD）とキリスト教民主/社会同

盟（CDU/CSU）の大連立政権時代（2006～2009 年）に、「最低労働条件法（改正法）」と

「労働者送り出し法（2009 年新法）14」を成立させ、部門特殊法定最低賃金の導入を図った15。 

 特殊法定最低賃金に関する賃金委員会には、「最低労働条件法」に基づく公労使の中央委

員会16（Hauptausschuss:公  3 名、労使各  2 名）や、「労働者送り出し法」に基づく労働協約委

員会17（Tarifausschuss:労使各 3 名、政府は事務局）が存在する。 

 

表２．労働者送り出し法、および最低労働条件法の条文（抜粋） 

 
資料出所：労働協約法施行令（TVGDV Verordnung zur Durchführung des TVG）、労働政策研究・研修機構（2009）『欧

米諸国における最低賃金制度Ⅱ』JILPT 資料シリーズ No.63 付属資料（pp.71-92）に基づき作成。 

 

 

                                                 

14
 労働者送り出し法（国境を越える役務提供における強制的労働条件に関する法律:AEntG）は、建設分野にお

いてドイツに派遣されてくる外国人労働者に対する賃金ダンピング防止を目的に、EU 海外派遣指令 96/71 の

国内実施法として 1996 年に制定された最低賃金設定に関する法律である。同法は、2009 年に適用対象事業を

拡大するなど大幅に内容を変更して新法として成立した。 
15

 根本到「ドイツにおける最低賃金規制の内容と議論状況」『日本労働研究雑誌』2009 年 12 月号、労働政策研

究・研修機構編、p.84。 
16

 詳細には委員長 1 名、労使双方の立場を代表した公各 1 名、労使代表各 2 名。 
17

 労働協約委員会は、労働者送り出し法に限って存在するものではないが、本章では同法に基づく委員会を指

す。なお、通常労働協約委員会は労使二者構成と捉えられるが、労働協約法施行令第  2 条第  1 項で、実際に

は労使に加えて、連邦労働社会省が事務局として立ち合うため三者構成制度と捉えた。 

労働者送り出し法（AEntG） 

第 7 条 法規命令 

第 5 項 第 1 項に基づく申請が初めて行われたときは、申請は、連邦官報に公表され、かつこれにより労働協

約法第 5 条第 1 項第 1 文に基づく委員会（Tarifausschuss）が設立される。（以下省略） 

 

c.f.  労働協約法施行令（TVGDV） 

    第 1 章 労働協約委員会（Tarifausschuss） 

    第 1 条 連邦労働社会省は、労働協約法第 5 条に定められた委員会（以下、労働協約委員会という）を

設置する。連邦労働社会省は、雇用主及び労働者の各中央団体の代表者各 3 名を 4 年間の任期

で構成員として選任するほか、これらの団体の提案に基づき、さらに各 3 名以上を代理構成員

として選任する。 

    第 2 条 

     第 1 項 労働協約委員会の交渉及び協議は、連邦労働社会省の受任者が主宰する。交渉は公開とし、協

議は非公開とする。 

 

最低労働条件法（MiArbG） 

第 2 条 中央委員会（Hauptausschuss） 

 第 1 項 連邦労働社会省は、常設の最低賃金のための中央委員会を設置する。 

 第 2 項 中央委員会は、委員長 1 名とその他 6 名の常任の委員から構成される。委員 1 名につき少なくとも 1

名の代理人が任命される。委員およびその代理人は、最低賃金の社会的および経済的影響を包括的に

考慮しなければならない。 

 第 3 項 連邦政府は、3 年間の任期で、委員長およびその他 2 名の委員およびその代理人を、連邦労働社会省

の提案に基づき任命し、各 2 名の委員およびその代理人を、労使の中央団体の提案に基づき任命す

る。労使の中央団体が候補者名簿を作成しないときは、任命は、連邦労働社会省の提案に基づき行わ

れる。 
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２．ＩＬＯ条約第８８号（職業安定組織の構成に関する条約）－１９５４年批准 

 ILO 第  88 号条約は、第二次世界大戦後、ドイツが東西分裂して建国した  1949 年の  5 年後、

1954 年に批准された。 

 ドイツにおける雇用政策（雇用促進）に係る行政執行権は、連邦（国）の権限として社会

法典第 3 編第 1 条第 3 項において、「連邦政府は、連邦機関と雇用促進の実施のための法的枠

組み目標（Rahmenziel）を取り決めなければならない。」と位置付けられている。 

 

表３．社会法典第３編 連邦雇用エージェンシーに関する条文（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 資料出所：社会法典第３編  

第 367 条 連邦雇用エージェンシー 

第 1 項 連邦雇用エージェンシーは、自治管理を行う権利能力のある公法上の団体である。 

第 2 項 連邦雇用エージェンシーは上級行政レベルの本部、中級行政レベルの地域総局、下級行政レベルの職業安定機関

で構成される。連邦雇用エージェンシーは特別地方事務所（支所）を設置することができる。 

第 368 条 連邦雇用エージェンシーの任務 

第 1 項 連邦雇用エージェンシーは、本編に定める任務の遂行を管轄する行政機関である。同エージェンシーはその資金

を、法定目的または許可された目的のためにのみ、使うことができる。 

第 2 項 連邦政府は連邦参議院の同意を必要とする法規命令を通じて、連邦雇用エージェンシーにその他の任務を移管す

ることができる。期限付きの労働市場プログラムの実施を、連邦政府は行政協定によって、連邦雇用エージェンシーに

移管することができる。 

第 3 項 地域総局は本部の同意を得て、行政協定によって、州の期限付きの労働市場プログラムの実施を、引き受けるこ

とができる。 

第 4 項 職業安定機関は郡および市町村との協力を、行政協定によって規律することができる。 

第 372 条 規約および指令 

第 1 項 連邦雇用エージェンシーは規約を設ける。 

第 2 項 管理評議会の規約および指令は、連邦労働社会省の許可を必要とする。 

第 3 項 規約および指令は、公告しなければならない。特段の期日が決められていない場合、それらは公告日の翌日発効

するものとする。公告方法は規約により規律するものとする。 

第 4 項 連邦労働社会省から求められてから 4 カ月以内に、連邦雇用エージェンシーが指令を制定し、あるいは状況の変

化に合わせて改定しない場合、連邦労働社会省は本法律に定める指令の代わりに、法規命令を制定することができる。 

第 373 条 管理評議会 

第 1 項 管理評議会は理事会および管理部門を監視する。同評議会は理事会に対し、内部監査部による監査の実施を要求

し、監視の個々の任務を専門家に委任することができる。 

第 2 項 管理評議会は随時理事会に対し、業務遂行状況について情報提供を要求することができる。管理評議会の各委員

も、報告を要求することができるが、ただしその報告は必ず管理評議会宛でなければならない。理事会が報告を拒否し

たときは、報告を求める委員が所属するグループの過半数がその要求を支持する場合にのみ、報告を要求することがで

きる。 

第  3 項 規約は、一定種類の業務は管理評議会の同意がある場合にのみ、実施することができると、定めることができ

る。管理評議会が同意を拒否したときは、理事会は連邦労働社会省が判断決定するよう、要求することができる。 

第 4 項 理事会がその義務に違反したと、管理評議会が判断したときは、管理評議会はこの問題を、連邦労働社会省に報

告することができる。 

第 5 項 管理評議会は規約を定め、本法律に基づく指令を制定する。 

第 6 項 管理評議会は 21 名の委員で構成する。各グループは代理人を 3 名まで指名することができる。 

第 381 条 理事会および連邦雇用エージェンシー 

第 1 項 理事会は連邦雇用エージェンシーを指揮し、その業務を管理する。理事会は裁判および裁判外で連邦雇用エージ

ェンシーを代表する。 

第 2 項 理事会は理事長 1 名および理事 2 名で構成する。理事長は｢連邦雇用エージェンシー理事長｣の官職名を、他の理

事は｢連邦雇用エージェンシー理事｣の官職名を有する。 

第 3 項 理事長は業務執行基準を定めるとともに、他の理事の任命に際しては、意見を求められなければならない。この

基準の範囲内で、各理事は自らの業務範囲の任務を独立して遂行する。 

第 4 項 理事会は自らの職務規程を定めるが、これには管理評議会の同意を必要とする。職務規程は特に理事会内の業務

分担を定め、代理ならびに議決の条件を規律しなければならない。 

第 5 項 理事は管理評議会の委員であってはならない。理事は、管理評議会の会議に参加する権限を有する。理事は随時

発言することができる。 

第 6 項 理事は管理評議会に、連邦雇用エージェンシーの業務執行状況について定期的に報告し、重大な契機がある場合

にも報告し、管理評議会から要請された場合には、随時情報を提供しなければならない。
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この雇用対策の実施主体として、社会法典第 3 編第 367 条の規定に基づいて連邦雇用エー

ジェンシー（Bundesagentur für Arbeit）が存在する（表 3 ）。 

連邦雇用エージェンシーは、①本部（Zentral）及びその下部組織である②10 の地域総局

（ Regionaldirektionen ）、③ 176 の職業安定機関（ Agenturen für Arbeit ）と  610 の支所

（Geschäftsstellen）の三層構成になっている18。連邦雇用エージェンシーは、連邦直轄の公法

上の団体で、職員数は約 9万人である。主な業務は、職業紹介・指導、職業実習の斡旋、労

働市場における求職者の雇用機会の拡大、所得代替給付金の支給、職業訓練の促進などであ

る。 

連邦雇用エージェンシーには、理事会（Vorstand19）と、労使が負担金を支払っている事

業に関する自治管理機能として管理評議会（Verwaltungsrat）の二つの意思決定機関が存在

している（図 2）。 

 

図２. 連邦雇用エージェンシーの組織図と管理評議会（Verwaltungsrat）の位置関係 
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資料出所: 連邦雇用エージェンシー組織図（2009 年 2 月版） 

                                                 

18 連邦雇用エージェンシーホームページ（Organisation）、財務総合政策研究所（2006）『主要諸外国における国

と地方の財政役割の状況』、p.320。 
19 労働市場・職業研究所（IAB）の独英辞書によると、管理評議会（Verwaltungsrat）は“Board of Governors”、
理事会（Vorstand）は“Management Board, Executive Board”と訳されている（p.1161、p.1168）。 
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この二つの意思決定機関の役割として、理事会は、常勤の役員  3 名（理事長  1 名、理事  2 

名）によって構成され、任期は原則 5 年（延長可能）で、連邦大統領により任命される（社

会法典第  3 編第  382 条）。民間企業の取締役会に類似しており、日々の業務に関する意思決

定を行っている。理事会は、管理評議会に対して連邦雇用エージェンシーの業務執行状況を

定期的に報告し、重要な検討事項等がある場合、あるいは管理評議会から要請された場合に

は随時情報の提供、報告を行わなければならない（社会法典第 3 編第 381 条第 6 項）。 

一方、管理評議会は、政労使 7 名ずつ 21 名で構成され、任期は通常 4 年だが、任期途中の

交代は頻繁に行われている20。管理評議会は、自治管理機能を有すると同時に民間企業の外

部監査役会にも類似している。理事会の業務を監視する監督機関であり、なおかつ連邦雇用

エージェンシーの内部組織の規則を自身で定めることができる。なお、管理評議会は国家レ

ベルであるが、地方レベルでも同様の政労使の三者による地方管理委員会（Örtlicher 

Verwaltungsausschuss）があり、地方の職業安定機関や支所を監視・指導している（図 3）。 

 

図３. 連邦雇用エージェンシーの自治管理（Selbstverwaltung）の概要 
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資料出所: 連邦雇用エージェンシー 

 

管理評議会の人選についてみてみると、労使各 7 名の代表は、ドイツ労働総同盟（DGB）

とドイツ使用者連盟（BDA）のそれぞれが推薦する仕組みとなっている21。管理評議会の人

                                                 

20 連邦雇用エージェンシー（BA）における現地調査（2009 年 12 月 5 日）。 
21 労働組合は様々な組合出身者が代表となるが、使用者側代表については、必ず 2 名は手工業業界の代表が入

る。 
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選については連邦雇用エージェンシーに決定権はなく、それぞれの組織の推薦を承認するの

みである。また、管理評議会委員は原則無償（交通費等の諸手当は支給）である。 

 また、管理評議会の会議体は、政労使計21名が一堂に会して全ての重要事項に関する議決

を行う「本会議」の他、理事会の人事など高度な極秘事項などを話し合って決定することの

できる議長、副議長の 2 名（本会議委員から選出）で構成する「議長団」がある。 

 この他、管理評議会の補佐（助言）組織として、政労使各 3 名によって構成された委員会

（本会議委員から選出）が  2 つある。第一委員会は連邦雇用エージェンシーの予算や自治管

理に関する戦略的な事項を取り扱う。第二委員会は労働市場政策や労働政策研究、金銭給付

などを取り扱う。 

管理評議会の具体的な開催回数や議事内容を簡単に説明すると、2009 年の場合は  1～12

月にかけて本会議、議長団会議、第一委員会、第二委員会ともに各 8 回ずつ開催された。一

番多い会議日程パターンは、午前中に第一委員会か第二委員会を開催後、午後に議長団会議

を開催し、翌朝から 1 日かけて本会議を行う、もしくは、第一委員会か第二委員会を開催後、

しばらくして議長団会議と本会議を行う、といったものである。 

管理評議会の議決の主なものとしては予算支出に関するものが最も多く、社会法典第 3 編

に基づいて労使が雇用保険料率を折半22している事業について議決を行っている。具体的な

本会議の流れについて、2009 年  11 月に開催された議事録をみると、管理評議会委員のほか、

担当事務局（VV5）の職員に加えて、議事項目に関連する連邦雇用エージェンシーの職員 

12 名が対応のために出席している。会議冒頭では、前回開催した議事録の承認後、経済危

機の影響と現在の状況に関して労働市場・職業研究所（IAB）所長から説明があり、管理評

議会議員の政労使代表の各コメントが記述されている。その後、連邦雇用エージェンシーの

財源確保と受益者の費用負担に関する事項、職業訓練内容に関する外部コンサルタントの提

案の修正事項、事業の入札（公募）方式に関する事項、連邦雇用エージェンシーの人材育成

や成果主義制度などの人事政策に関する事項、労働市場のモニタリングのグラフィック化に

関する事項、操業短縮手当制度の濫用事例に関する事項など、約 5 時間かけて会議を行って

いる。利害関係が大きく絡む年間予算の議決の場合は、6 時間以上かかることもある23。 

 

３．ＩＬＯ第１４４号条約（国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する

条約）－１９８２年批准 

ILO 第  144 号条約との関係では、ILO の理事会や総会（ILC）の前に、定期的に労使協議

を行っている。また、ILO に関連する政策について三者による協議が必要と政府が認めた場

合、アドホックに政労使の三者構成の協議会（Ad-hoc Konzertierung）が開催されている。 

                                                 

22 失業保険制度の保険料は、賃金の 3.0％（労使折半）だが、2009 年 1 月から 2010 年  6 月までの 18 カ月間は時

限措置として 2.8％に引き下げとなっている。支出が収入及び積立金で賄えない場合に限り、不足分を連邦政

府が全額負担する（労働政策研究・研修機構「デーブック国際比較 2009」p.155）。 
23

 連邦雇用エージェンシー（BA）における現地調査（2009 年 12 月 5 日）。 
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第３節 まとめ 

これまでみてきたようにドイツでは連邦労働社会省における労働関連の草案作成や政策

決定過程において労使の意見が主体的に反映される仕組みがある。 

また、ドイツ連邦議会における労働社会委員会には、労使を中心とする関係者から意見

聴取を行う公聴会が存在しており、ここでも労使の関与が保障されている。なお、労働社会

委員会には、使用者団体や労働組合団体出身の議員が多数いて、それぞれの議員が労使と密

接につながっているため、立法審議の過程で自然に労使の意見を反映させる仕組みがすでに

存在していることも最後に付け加えたい。 
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第４章 オランダ 

 

 オランダの労働関係の政策過程の特徴は、さまざまなレベルで政労使（公労使）による三

者協議制度が配置され、労使の政策参加が当然のものとして埋め込まれていることであろう。

三者協議が高度に発達した背景としては、①オランダ共和国期以来の合議的意思決定の伝統、

②階級協調志向で労使を包摂することに積極的なキリスト教民主主義系の政党が長期に政権

に参加し、労使の政策参加を支持してきたこと、③さらに戦後再建期、労使の一体的な経済

復興への協力が必要とされ、三者協議を通じて政労使の円滑な協力が可能となったことなど

が挙げられる。若干の制度変更はあったものの、現在においてもオランダの三者協議制度は

健在であり、労働政策はもちろん、社会保障をはじめとする社会経済政策全般に対しても重

要な影響を与えている。 

 以下では、オランダの三者協議制度を柱とする、労働関係の政策過程について概観する。 

第 1 節で公労使協議機関である社会経済協議会（SER）、第 2 節で労使協議機関である労働協

会（SvdA）を扱い、第 3 節で議会における立法過程について取り上げる。 

 

第１節 労働・雇用関連立法過程における公労使三者構成制度：社会経済協議会 

１．社会経済協議会の概観と現状 

オランダの立法過程で特徴的なことは、政府提出法案が基本的には公労使三者協議の対

象となり、労使の合意を踏まえて成立することである。まず政府提出法案は、三者協議機関

である社会経済協議会（Sociaal-Economische Raad: SER）に送られ、社会経済協議会の答申

を得て必要な修正を行ったうえで、議会に送られる。社会経済協議会の合意を経ないで政府

が労働関係の重要な法案を議会に提出することはむしろ例外であり、労使の支持が基本的に

前提になっているといえよう。 

 社会経済協議会は 1950 年、政府の社会経済政策に関する最高諮問機関として設立された審

議会である。重要な社会経済政策関連の法案については、通常政府が議会提出以前にここに

諮問する。法的根拠は、公法産業組織法および審議会枠組み法である。社会的な認知度も高

く、社会経済協議会の動向はマスメディアなどでもしばしば報道され、注目されることが多

い。 

 社会経済協議会の構成メンバーは、典型的な政労使（公労使）三者構成である。委員構成

は 1950 年以来、公労使それぞれ 15 名ずつ、合計 45 名であったが、現在は 11 名ずつ、合計 33 

名となっている。 

具体的な三者それぞれの委員構成は以下の通りである。 
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表１．社会経済協議会の委員構成 

 団体名 委員数 

使用者代表 

VNO-NCW（オランダ最大の使用者団体） 

MKB-Nederland（中小企業の使用者団体） 

LTO-Nederland（農業団体） 

7 

3 

1 

労働者代表 

FNV（社民系労組） 

CNV（キリスト教民主主義系労組） 

MHP（管理職労組）  

8 

2 

1 

独立委員  （オランダ銀行、中央計画局含む） 11 

    

 労使それぞれにおける、各団体への委員数の割り当てについては、各労働組合の組合員数

と、使用者団体の会員数をある程度反映する形になっている。 

 独立委員は政府任命である。多数は学識経験者であるが、オランダ銀行、中央計画局代表

各 1  名が含まれている。政府の任命によるとはいえ、独立委員は「政府代表」ではなく、一

種の公益委員として活動する。社会経済協議会の議長も、独立委員から選出される。 

 社会経済協議会の執行部は使用者、労働者、独立委員それぞれから  4 名ずつ、計  12 名に

よって構成される。 

 また事務局は充実しており、事務総長をトップとして約 125 名の職員が在籍している。予

算は年間 1500 万ユーロである。原則として企業に対する賦課金（商業会議所を通じて徴収）

で予算を賄っており、経常予算における収入においては、政府からの補助金はほとんどない。 

 社会経済協議会のなかに、各種の専門委員会がおかれ、実務的な答申作成作業を担ってい

る。10 の分野で合計 20－30 程度の専門委員会が活動しており、この専門委員会も原則的に三

者構成である（例えば社会保険・医療専門委員会の委員構成は、使用者 6 名、労働者 6 名、

専門委員  6 名からなる）。ただし消費者問題に関する専門委員会では、労働者代表ではなく

消費者代表が委員として選出されており、公・使・消からなる三者構成となっている。また

これらの専門委員会には、関係する省庁の職員が陪席するのが通例である。 

 答申数であるが、平均すれば年間約 20 件弱程度の答申・報告を行っている。2001－2005 年

において提出された答申・報告は  80 件であり、そのうち自らの発意によるものは  9 件

（11％）。答申作成にかかる期間は、2001－2005 年で平均 7.3 カ月である。 

 答申を決定するのは、政労使合計 45 名の委員から構成される社会経済協議会の総会である

ことが普通だが、専門委員会が全体会の委任を受けた場合に限り、全体会の承認を経ずに、

直接答申を作成・決定することも可能である。2001－2005 年をとってみると、計  16 件

（20％）は、専門委員会による直接答申となっている。専門委員会による答申の場合には、

諮問に対して迅速な対応が可能であるため、機動的な答申活動が期待できるといえよう。 

 社会経済協議会の活動分野は、経済社会政策の幅広い分野に及んでいる。社会経済協議会



－ 41 － 

の行った分類に従えば、①経済構造関連（環境・空間計画・交通・ICT 含む）、②社会保障

と医療、③国際経済社会政策、④労働関連分野の四分野が主たる分野とされている。 

 ここで注目すべきは、政労使三者構成からなる社会経済協議会が、狭義の労働分野のみな

らず、社会保障・医療はもちろん、環境政策や国土計画までも含む、文字通りの社会経済政

策全般に及ぶ答申活動を行っていることである。特に社会保障は、労使が年金・保険の運営

に深く関わってきたこともあり、労使にとって重要なテーマとなっている。 

 答申先の官庁・機関はどこが多いのか。やはり労働政策を所管する社会問題省が最も多く

（2001－2005 年で合計  44 件）、経済問題省（同  20 件）、国土計画・環境を扱う  VROM（同  12

件）、外務省（同 12 件）がそれに続いている。 

 上下院による諮問も、近年増加傾向にある。1996－2000 年の 5 年間には、下院による諮問

が一回あったのみだったが、2001－2005 年には上院二回、下院二回の諮問が行われている。

また、労働協会（労使間の二者協議機関）からの諮問も 3 件ある。 

 審議における意見の対立はどうか。これを最もよく示すのが全会一致率である。全会一致

率は 2001－2005 年で 76 件（95％）に達しており、1996－2000 年における全会一致率の 92％

をさらに上回る（この場合の「全会一致」は、基本線において一致したものの、政策の具体

化をめぐり意見が割れた場合も含む）。きわめて高い比率で全会一致が実現されているとい

えよう。80 年代には答申の三回に一回は全会一致に失敗していたが、近年、全会一致率が

上昇している。 

 なお、自らの発意による答申の場合は、少なくとも大筋で全会一致がとれていることが事

実上の前提となっている。 

 社会経済協議会の答申は、内閣の方針や議会の立法活動にどのような影響を与えているの

だろうか。これについて、直接の影響を測定することは難しい（SER, 2006, 35）。答申内容

が政策に反映されるのは、後々のことである場合も多いからである。ただ、社会経済協議会

の報告書は、「ほとんどの答申において、内閣は社会経済協議会の最も重要な提案・勧告に

従っている」（SER, 2006, 6）としており、議会資料などから判断すれば、「通常は、答申は

政策過程に影響を及ぼしている」と結論づけている。 

 

２．近年の改革 

このようにオランダの社会経済政策の基軸となってきた社会経済協議会であるが、1990

年代以降、審議会全般に対する批判の高まりを背景に、逆風にさらされてきたことは否めな

い。1980 年代から  90 年代初頭にかけてのオランダの経済的停滞に加えて、ヨーロッパ統合

の展開、グローバリゼーションの進展といった環境の変化のもとで、政治経済的な「改革」

の必要性を訴える声がメディアや評論家、一部の政治家などから上がってきたが、この立場

からは、オランダの政策過程に置かれている各種の審議会は、利益団体に拒否権を認めたこ

とで、必要な改革を阻害する形で作用している、とされた。社会経済協議会に対しては、自
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由主義系の議員から「社会経済ブレーキ」との揶揄も寄せられた。 

 以上のような審議会批判の高まりを受け、1990 年代の後半、審議会の大幅な再編が行わ

れた。各官庁に付随していた多数の審議会は、少数の審議会に統合され、しかも委員から団

体選出委員が排除され、委員は専門委員からのみ選出される形に改編された。 

 しかしこのような審議会を見舞った「嵐」にもかかわらず、社会経済協議会は存続した。

ただその構成や位置づけは若干の修正を受け、委員数の削減（政労使 15 名ずつ（合計 45 名）

から政労使  11 名ずつ（合計  33 名）へ）、政府による諮問義務づけの解除、議会による諮問

方式の導入などが行われた。 

 なぜ社会経済協議会は存続できたのか。まさに社会経済協議会における「三者構成」こそ

が、社会経済協議会を「改革」の荒波の中で救ったといえるかもしれない。既存の多数の小

規模の審議会が、特定の業界団体・専門職団体などを組み込み、「特定利益」の擁護の舞台

と化していたと見なされて大鉈を振るわれたのに対し、社会経済協議会は労使という「対立

する利益」を二つながら包含し、その合意形成の場となっていたことで、特定の業界や特定

の社会層の代弁者とみなされることは避けられた、という可能性はある。 

 また上記の改革が、社会経済協議会の地位の大幅な低下を招いたともいえない。改革以後

の社会経済協議会の答申活動に大きな変化はない、というのが一般的な見方である。たとえ

ば社会経済協議会の答申数には、特に目立った変化はない。また、議会による諮問が可能と

なり、政府のみを答申対象とする必要がなくなったことが、却って政策過程における存在感

を高め、社会経済協議会の活動をむしろ活性化させた、という見方もある。 

 なお社会経済協議会の委員構成も、しばしば批判の対象となっている。公労使三者が同数

のメンバーを出すこと自体についての異論は少ないが、特に労使の各団体間における委員数

のバランスは議論となることが多い。各団体の委員数の割り当てについては、定期的に見直

しがされるものの、政府による諮問を受けて社会経済協議会自らが答申を行う形になってい

るため、現状維持に傾く傾向がある。 

 最近では、これまで委員を出していなかったオランダ小売業協議会が 2008 年 4 月から 1 委

員を出すことを希望し、申請を行った。ただこの申請に対し、社会経済協議会は委員数の変

更を認めないむねの答申を提出し、結局委員数に変更はない。特に近年、I T 関係をはじめ

とする自営形態の経営体の増加が著しいことから、委員数の変更を求める圧力は今後も続く

可能性が高い。 

 また、社会経済協議会の外部からは、「労使」が独占的に委員を送り込むことへの批判も

ある。特に消費者団体や環境保護団体などは、消費者や環境問題に対する配慮がなおざりに

されているのではないか、との懸念から、その委員構成には批判的である。 

 近年は、答申を出して活動を終了するのではなく、答申の実現を支援していくため、答申

内容に関する広報活動を社会経済協議会が積極的に行うこともある。社会経済協議会執行部

が下院の委員会に出向いて説明を行った例もある（SER, 2006, 7）。「政治主導」の必要性が
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しばしば語られる中で、時の政治的傾向から距離を置く公労使の三者構成組織である社会経

済協議会は常にその存在意義を問われており、自らをたえずアピールする必要に迫られてい

るといえよう。 

 なお、労働政策関連の公労使三者協議制度としては、雇用・所得協議会（Raad voor Werk 

en Inkomen）がある。労働市場関連の政策について、社会問題省に答申を行う機関であり、

特に職業紹介や就労促進などの分野について検討と提案を行っている。 

 

第２節 労働・雇用関連の政策過程と政労使三者協議：労働協会 

１．「政労使」と「公労使」 

 ところで、オランダにおける「三者協議」について考えるとき、労働協会（Stichting van 

de Arbeid: SvdA）の役割を忘れることはできない。 

 労働協会は労使最高レベルの二者協議機関であり、社会経済協議会と並び立つコーポラテ

ィズム的機関である。この労働協会は形式的には私法上の「財団」にすぎず、設置に係る法

律・命令の類は存在しない。あくまで労使が私的に集う機関とされている。しかし実際には、

毎年労使、そして政府も加えたマクロレベルの協議の舞台となる、きわめて重要な機関であ

る。その意味ではむしろ、「政労使」三者協議の真の舞台は、労働協会にあるということも

可能である。 

 そもそも「三者協議」には、「政労使」と「公労使」に二つのレベルがある。前述のよう

に社会経済協議会は「公労使」三者協議の場であり、「政労使」ではない。社会経済協議会

の独立委員は基本的には政府・労働組合・使用者団体のいずれからも距離を置く公益委員で

あり、政府を代表するわけではない。 

 これに対し、労使の二者協議機関である労働協会が毎年政府と行う定期協議は、文字通り

の「政労使」三者協議の場となる。三者はそれぞれ最大限の利得を得ようと交渉に臨み、相

手から譲歩を引き出すために妥協し、いわば「痛み分け」のような形で合意に至る。そして

ここで三者が合意した事項は、政府に対しても、また労使それぞれに対しても、（法的な根

拠はないとはいえ）一定の拘束的な作用を持つ。オランダにおいて「政労使三者の合意が成

立した」と言えるのは、この労働協会と政府の協議に関してであって、社会経済協議会にお

ける合意は「政労使の合意」ではない。 

 いいかえれば、同じ「三者協議」といっても、「公労使」三者からなる社会経済協議会の

それが、三者による「審議」であるのに対し、「政労使」三者による労働協会－政府の協議

は、「交渉」となる。どちらも「合意」をめざして協議が行われる点では同じだが、社会経

済協議会における「合意」が、政府に対する「全会一致の答申」として政府に送付されるの

に対し、労働協会－政府の協議における「合意」は、政労使三者すべての同意した、一種の

「協定」という意味合いを持つのである。 
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２．労働協会の構成 

 さて、労働協会のそもそもの成立は、終戦直後、1945 年にさかのぼる。戦後直後の物資

欠乏とインフレの進展、労使紛争の多発といった混乱状況を受けて、使用者団体・穏健派労

働組合のトップが労使関係の安定化、政府との協力体制の構築を図るため、二者協議機関の

設立で合意し、労働協会が発足した。当初は賃金・物価政策をめぐる二者協議が中心であっ

たが、次第に労働条件・労働政策全般に協議対象を拡大し、政府への提言などの活動も積極

的に行うようになっていった。現在、労働協会においては、年金、教育・職業訓練、託児や

介護をふくむワークライフバランスなど、きわめて多様なテーマについて労使間協議を行う

とともに、政策提言も行っている。 

 組織構成は、労使二者間の対等を原則とする。執行部は使用者代表 8 名、労働組合代表 8

名からなる。議長は労使 1 名ずつ、計 2 名が就任し、偶数月は使用者側議長、奇数月は労働

組合側議長が議事を執り行うことになっている。また執行部における決定に際しては、形式

的には執行部メンバーの 4 分の 3 の賛成が必要とされており、労使の幅広い合意を前提とし

た運営がなされている。委員は、社会経済協議会のそれと重複することもある。 

 ただ、日常的な活動は、毎月会合を持つアジェンダ委員会（Agendacommissie）が担って

いる。このアジェンダ委員会も、使用者代表 4 名、労働組合代表 4 名と労使対等で構成され

ており、やはり議長は労使が交代して担う。多分野に及ぶ労働協会の活動を調整する、総務

的な役割を持つ機関であり、実質的な執行機関といえよう。 

 さらに労働協会においては、分野ごとにワーキング・グループが設置されている。具体的

な政策課題についてはこのワーキング・グループが検討を行い、労使交渉や労働政策に資す

るべく、勧告や政策文書などを作成することになる。また事務局は、ハーグの社会経済協議

会と同じ建物に置かれており、会議もそこで開催される。社会経済協議会と密接なつながり

をもつ機関であることは明らかである。 

 

表２．労働協会の委員構成 

 団体名 委員数 

使用者代表 

VNO-NCW（オランダ最大の使用者団体） 

MKB-Nederland（中小企業の使用者団体） 

LTO-Nederland（農業団体） 

4 

2 

2 

労働者代表 

FNV（社民系労組） 

CNV（キリスト教民主主義系労組） 

MHP（管理職労組）  

4 

2 

2 
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３．政労使三者協議の場として：ワセナール協定 

労働協会の意義は、単に労使二者間の最高協議機関である、ということにとどまるもの

ではない。前述のように、オランダにおける典型的な政労使三者協議の舞台として、労働協

会が重要な役割を果たしているからである。 

 毎年春と秋の合計二回、「内閣と労働協会執行部の協議」という形を取った協議が行われ

る。これは実質的には、政府・使用者団体・労働組合三者による三者協議の場であり、この

三者協議における合意事項は、以後の政府の打ち出す政策や、労使間の合意などに反映され

るため、その影響はきわめて大きい。特に秋に行われる三者協議は、賃金・労働条件をはじ

めとする労使関係・労働政策の基本的な方針をめぐって行われ、協議の結果は、以後結ばれ

る産業ごとの労働協約の出発点となるほか、翌年の政策にも反映されることが多い。労使間

に一定の対立状況がある場合には、政府が一定の仲介的な役割を演じ、たとえば減税による

労働者や企業側の負担を軽減するなどの提案をすることによって、三者間の合意をとりつけ

ることもある。 

 この「内閣と労働協会執行部の協議」という形の三者協議の成功例として有名なのは、や

はり  1982 年秋の「ワセナール合意」であろう。オランダモデルの出発点として名高いこの

ワセナール合意においては、労使それぞれのトップとルベルス首相の三者が包括的な合意の

締結に至り、以後のオランダ経済の「復活」に寄与したとされている。 

 ワセナール合意をめぐる展開を略述すると、以下のようになる。第二次石油危機後のオラ

ンダ経済は、危機的な状況にあった。特にインフレと失業率の急上昇、財政赤字の拡大は深

刻だった。1982 年秋、成立間もないルベルス中道右派政権は賃金抑制による雇用確保とイ

ンフレ抑止、公務員給与と社会保障給付の削減による財政支出の縮減をめざし、労使に協力

を訴える。政府による強権的な介入を避けつつ、雇用の確保、企業業績の回復に取り組む必

要性を感じていた労使のリーダーもこれに応じ、使用者団体会長ファン・フェーンとオラン

ダ労働組合連盟（FNV）委員長のコックの二人を軸として、ハーグの近郊のワセナールに住

むファン・フェーンの自宅などを活用して、交渉を重ねていく（Bruggeman and Van der 

Houwen, 2005, 27-31）。 

 そして最終的に 1982 年 11 月 24 日、労働協会に委員を送る全団体のリーダーたちの署名を

得て、ワセナール合意が成立した。労働時間の短縮と賃金抑制（物価上昇分に相当する賃金

引上げを求めない）を柱とする包括的な合意が成立したのである。 

 もちろん、上部団体のリーダーたちの合意に、下部団体が最初から同意していたわけでは

ない。使用者団体の中には、労働協会レベルでの合意がなくとも、個別の産業別労使交渉を

通じて賃金の抑制を実現させることができるという「自信」を持っていた団体もあり、その

場合には労働時間短縮は本来不要な譲歩である、とみなされた。また労組でも、有力労組の

一つである食品労組（Voedingsbond）も批判的だった。しかしこれらの批判にもかかわらず、

労働協会の全労使団体は、ワセナール合意を支持する方向でまとまった。そして政府は、賃
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金への直接介入による強権的抑制を行わないことを約束する。この合意によって、以後のオ

ランダの労使関係の安定、経済的な回復への道が開かれた、としばしば評されている。 

 なお、「オランダの奇跡」の当否については今も賛否両論がある。しかし労働時間の短縮

と賃金抑制という、労使それぞれに「痛み」を伴う合意が可能となったのは、やはり政労使

三者協議が事実上制度化され、相互に妥協を促す仕組みができあがっていたことによる、と

いえるだろう。 

 

４．政労使：対立と協調 －高齢者の就労促進問題を例として－ 

 以上のようなオランダにおける政労使の三者協議制度の発達を見ると、オランダにおける

政労使関係はきわめて緊密であり、たえざる妥協と協調によって柔軟に問題を解決してきた

ように見えるかもしれない。ただ、現実の展開はより複雑であり、90 年代以降、政労使間

の関係はしばしば緊張に満ちたものであった。むしろ一方の極に妥協と協調、他方の極に対

立と緊張があり、その両極端をいったりきたりするのがオランダの政労使関係である、と言

ってもよいかもしれない。この点につき、以下で例を一つ見てみよう。 

 2003 年に成立した第二次バルケネンデ政権（中道右派政権）は、「参加」をキーワードと

しており、社会保障・雇用改革を通じた就労の促進を政権の重要課題と位置づけていた。市

民が労働に参加することを通して、社会的な統合が回復されると考えるこの政権のもとで、

高齢者や障害者、社会保障給付受給者などの就労を促すためのさまざまな改革が試みられた

が、そのやや強引とも言える政府の手法は、労使との間に少なからぬ軋轢を生むこととなっ

た。 

 2003 年秋、政府は高齢労働者が早期に労働市場から退出する傾向に歯止めをかけ、65 歳

の国民年金支給年齢になるべく近くなるまで労働者が就労し続けることができるようにする

ため、早期退職年金および事前年金についての税制上の優遇措置を廃止する方針を提示した

（Bruggeman and Van der Houwen, 2005, 101-111）。 

 これに対し、労組側は全般に批判的だった。特にこの  2003 年秋には、労働協会と政府と

の三者協議の中で、労組が政府・使用者団体側から  2004 年・2005 年の賃金引上げを見送る

よう求められていたことが、話を一層複雑にした。労組側は、早期退職年金・事前年金の改

革については、労組の同意を取り付けた上で政労使の合意がなされることを条件としたうえ

で、賃金引上げの見送りについてはしぶしぶ承諾する（社民系労組の  FNV においては、組

合員投票で  56％の賛成を得ることで、ようやくこの賃金引上げ見送りについての承認が得

られている）。 

 しかし事前年金関係の改革については、くりかえし交渉がもたれたにもかかわらず、労組

と政府・使用者団体との溝はなかなか埋まらず、相互の不信が高まっていく。2004 年 5 月の

春季政労使交渉は決裂に終わり、それをうけて 3 労組は共同で、2003 年秋の賃金引上げ見送

りの合意にもはや拘束されないことを宣言した。そしてこれにたいし政府は、賃金引上げが
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労働協約に盛り込まれても、通常のような一般的拘束力宣言を発しない可能性を示唆し、労

組を威嚇する。 

 2004 年  10 月、3 労組は政府に抗議するため、大デモンストレーションを実施した。アム

ステルダムには予想を大幅に上回る 30 万人もの人々が集結し、政府への不満を表明した。 

 事態の進行を憂慮した政府は、労組と非公式の協議を開始する。そして労組側も歩み寄り

を行い、最終的には、政労使三者間の合意が成立し、11 月 5 日に協定が結ばれた。この協定

は三者それぞれにとって満足のいくものとされており、①政府は、早期退職年金・事前年金

の優遇措置の撤廃を当初の意図に沿って実現することが可能となり、しかも賃金引上げにつ

いても、労組側から協力的な対応をうる約束を取り付けた、②労組は、政府から一般的拘束

力宣言の適用を通常通り行うという約束を取り付けるとともに、就労不能保険の審査基準の

緩和をかちとり、③使用者団体は、労使交渉において労組側が賃金および疾病保険給付に関

する要求を自制する確約を得る、という結果をうることができた。 

 以上みたように、オランダの政労使関係は、しばしば対立と緊張をはらむものであった。

国際的にはワセナール合意に至る、危機克服のサクセスストーリーが有名であるが、実際に

はさまざまな大衆動員を含む、架橋不可能に見える対立があったことがめずらしくない。む

しろここで注意すべきは、一方による－実際には労組だが－大衆的な動員があったことが、

他方による－この場合は政府－一定の歩み寄りや妥協を促し、結果的には、最終的な合意の

達成を支えるものとなっている、ということであろうか。要するに、労組が数十万人規模の

政府批判の集会を開催して明示的に政府に圧力をかけるからこそ、政府の側でも妥協的な対

応をせざるを得ないのである。各アクターは、決して当初から自らが譲歩をすることを前提

に交渉に臨んでいるわけではない。 

 オランダの政労使関係は、一般的に理解されている以上に、ダイナミックな展開を伴う関

係なのである。 

 

第３節 議会における立法過程 

１．法案成立と法案修正 

さて社会経済協議会の答申を受けた内閣は、答申に基づき必要な修正を行ったうえで、

法案を議会に提出する。 

労働関係の法案の議会における成立プロセスは、他分野の法案と基本的に同一であり、

第二院（下院）および第一院（上院）の双方で法案が可決されることが必要である。オラン

ダの議会は、「憲法において規定された諸基本権が尊重される限りにおいて」、およそあらゆ

る事柄について立法を行うことができる、とされている（Jacobs, 2004, 34）。（なお、オラン

ダには憲法裁判所がなく、裁判所の違憲立法審査権も認められていないこと、1983 年の憲

法改正までオランダ憲法には社会権関係の規定がほとんどなかったことなどから、ドイツと

比較すれば、オランダの労働法において、憲法が積極的な役割を果たしたことはなかったと
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されている）。他方、近年では国際条約関連の労働関係規制がその重要度を増しており、オ

ランダ国内の裁判所によって、国際的な規定に反する立法が一部無効とされる例もある。オ

ランダにおいては、憲法よりもむしろ国際的な条約の適用の方が、実際の労働立法へのイン

パクトが大きかったとも言える。 

 次に、法案修正についてみてみよう。オランダの下院（第二院）議員には法案修正権が認

められており、下院議員であれば修正案を提出できる。ただ、すべての修正案が実際に審議

にかけられるわけではなく、当初法案と反対の内容を含む案、あるいは法案と無関係の内容

を含む案は、修正案として認められない。修正案を提出しようとする議員は、修正案につい

て口頭による説明を行い、修正案の適合性の審査を経たうえで、修正案を正式に提出するこ

とになる。通常の法案は、国務院に諮問を行ってから議会に提出されるが、修正案について

は、法案から内容の大きく異なる修正案の場合でも、国務院に対する諮問は義務ではない。 

 修正案の採決であるが、修正案が複数出された場合は、当初法案から最も遠い内容を持つ

修正案から採決にかけていくのが通例である。 

 修正案が可決された場合、所管大臣が修正案を受け入れ可能と判断した場合には、その修

正案に沿って法案の修正を行う。問題は、所管大臣が受け入れ不能と判断した修正案が可決

された場合であり、その場合には法案自体の撤回や、さらには大臣の辞任につながることも

ある。たとえば  1958 年、臨時課税の延長問題をめぐって、議会による修正案を所管大臣が

受け入れ不能と言明したが、それにもかかわらず修正案が可決されたさいには、所管大臣と

所属党出身大臣の 5 名が辞任するという混乱が起きた。ただこのようなケースは例外的であ

る。通常は、雇用・労働立法に関して、政府提案と大きく異なる修正が議会においてなされ

ることはない。 

  

２．議員立法 

 そもそもオランダの立法プロセスにおいては、議員立法は例外に属する（Bovend’Eert, 

1995, 194-203）。1813 年から 1990 年の間に成立した議員立法は合計 70 本にすぎない。近年は

増えているとはいえ、そもそも議員立法の法案提出自体、活発とは言い難い。与党議員が議

員立法案を提出することは、内閣に対する信任の欠如を示すものとみなされるため、与党議

員が提出することは少ない。また野党議員の議員立法案は、成立の見込みがほとんどない。 

 議員立法を提出しようとする者は、1989 年以降は、予め国務院に諮問して答申を受けな

ければならない。しかしながら、現在は、社会経済協議会への議会による諮問が可能になっ

ているところから、提出しようとする議員が社会経済協議会の専門知識を活用して法案を作

成する方法もある。 

 数は少ないものの、労働関係では、いくつか重要な法律が議員立法によって成立している。

たとえば 1874 年の児童労働禁止法は、ファン・ハウテン Van Houten  らにより提出された議

員立法として成立したものであるが、同法はオランダで初めての本格的な社会立法として画
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期的な意味を持っていた。また比較的近年の例としては、1993 年に環境派議員のローゼンメ

ラーRosenmöller らが提出した「外国系住民の均等な労働参加を促進する法案」がある。同

法案は、政府の反対を受けたが、議会では幅広い支持を得て成立した。労働関連の立法につ

いては、基本的に社会経済協議会を通じ、労使の意見を反映して作成されるのがルールとな

っているのに対し、特にジェンダー・マイノリティなどの人権にかかわる場合には、三者協

議なしに議会で法案が成立する可能性があることを示すものといえる。他方、人権などのテ

ーマに直接関わらない、純粋に労働分野に属する議員立法が、三者協議制度を完全にバイパ

スしたうえで可決成立する可能性は低い。 

 なおこの「外国系住民の均等な労働参加を促進する法」は、外国系労働者の登録を義務づ

ける、やや踏み込んだ内容の法律であったところから、実際の執行では多くの困難を伴うこ

ととなった。労使を含む三者協議を経ていない立法であったことが、法律の実効性を損なう

結果を招いたといえる。 

 

第４節 終りに 

 以上のように、オランダでは政労使・公労使の三者協議制度が労働政策をはじめとする各

分野で強い影響を持ってきた。近年の審議会批判にもかかわらず、社会経済協議会や労働協

会は基本的にその機能を維持しており、三者協議の場として今もなお重要な役割を果たして

いる。しかしその現実の展開は、協調による合意を絶対的な目標とする静態的なものではな

く、むしろ対立と協調の交錯する、ダイナミックなものであることも忘れてはならない。そ

してそのダイナミックな展開こそが、社会経済協議会や労働協会に息を吹き込み、不要な機

関として打ち捨てられることなく、60 年を超える歴史を支えてきたといえる。 
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第５章 イギリス 

 

 政府は、1999 年に公表した『政府の現代化』1という文書において、政策立案に関する改

革の方針を示している。その中で重点項目として掲げられているのが、多くの関係者を政策

立案の議論に参加させること、また、政策が影響を及ぼす様々な立場の人々に対して公正を

期し、そのニーズや経験を考慮した政策立案を行うことである。労働分野における政策立案

では、労使団体を代表に、企業や労働者がこれにあたる。ただし、その労使参加の在り方は、

大陸ヨーロッパのそれとは少なからず異なる。以下、イギリスの状況を概観する。 

 

第１節 労働分野における政策決定の概要 

 イギリスにおける立法プロセスの概要は以下のとおりである。 

 政府提出法案については、議会への提出に先立って、新たな規制の導入や制度改正等の内

容に関して広く一般からの意見を募集するパブリック・コンサルテーションが実施されてい

る。政府の示す実施規範（Code of Practice）に合意して、各省庁が実施する形をとっており、

各省庁の判断により比較的柔軟な運用が認められている。例えば、実施規範の示す理想的な

実施期間は12週間だが、状況に応じて（例えば、コンサルテーションの結果を議会の会期中

に法案に反映させたい場合など）期間を短縮することができる。 

 コンサルテーションは、制度変更に関する政府方針を明確化した「ホワイトペーパー」、

もしくはより幅広い議論の喚起を目的に、大まかな制度変更の方向性について問題提起を行

う「グリーンペーパー」（コンサルテーション・ペーパー）を発表し、これに意見を募る形

を取る2。なお、労働関係の立法に関するコンサルテーションにおいては、関係する労使団

体、企業や労働者などからの意見を積極的に募集するのが通常である。 

 さらに、意見聴取の実施に先立って、非公式に関係者からのヒアリングを行う場合や、意

見聴取の実施にあわせて、ディスカッション・フォーラムやコンサルテーション・ミーティ

ングといった場での直接的な意見聴取が併せて行われる場合もある。寄せられた意見につい

ては、これを十分分析したうえで政府の回答を示すことを、実施規範は推奨している。 

 最終的にとりまとめられた法案は、議会に提出される。イギリスの議会は貴族院（House 

of Lords）、庶民院（House of Commons）とも三読制を採用しており、第二読会後の委員会

審議、報告審議を経て、第三読会で可決される。庶民院に提出された法案については法案提

出後の委員会審議から、また貴族院に提出された法案は第二読会から、それぞれ議員（委員

会審議では参加する委員のみ）による修正案の提出が認められている。修正の程度は法案に

                                                      
1
 Cabinet Office（1999） 

2
 官邸ウェブサイト（http://www.number10.gov.uk/Page29）による。なお、これらの文書に並行して、制度変更

による影響評価（Impact Assessment：規制等の実施に係る予算、また企業等におけるコストの増減（単年・

複数年）などを分析）に関する文書が公表される。さらに、近年の傾向として、コンサルテーションにおい

ては法案の案文を公表して意見を募ることが多くなっているという。 
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よって異なり、新たな条文の挿入等を含む場合もあるが、多くは字句修正である。各院の修

正案は他院で審議され、最終的な成立には両院の合意を要する3。 

 議会への法案提出は主として政府によって行われる。一般議員による法案提出も可能だが、

実際に審議される機会は制度上限定されており、成立することは稀である（ここ 10 年では全

体の 5 ％程度）4。提出される法案の分野は様々だが、全般的な傾向としては、既存の法律で

はカバーされにくい特定領域に的を絞ったものが多い。労働分野に関連して成立した法案は

少ないが、近年の例としては、 2004 年ギャングマスター（認可）法（ Gangmasters

（Licensing）Act 2004：農業など一部の業種における労働力供給事業者に関して、認可制度

を導入）がある。同法案には、農業労働者を多く組織する運輸一般労働組合（TGWU）が

法案作成に協力し5、また議会審議に際しては、TGWUと全国農業者連盟（NFU）を中心に

関連する労使団体が合同組織を結成し、法案成立に向けた支持活動を行うなど、労使の貢

献がみられた6。 

 

第２節 政策決定における政労使三者構成機関の制度と役割 

 労働・雇用関連の立法過程一般に直接的に関与する三者構成の審議会組織は制度化されて

おらず、通常の立法過程における労使等の関与は、前節で述べた政府によるコンサルテーシ

ョンを通じて行われる。ただし、個別分野では労使等の参加を前提とする諮問組織などがあ

る。 

 ILO条約第 26 号（最低賃金決定制度の創設に関する条約）、第 88 号（職業安定組織の構成

に関する条約）、第  144 号（国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する

条約）に関して言えば、イギリスは現在、第  144 号条約のみを批准している7。未批准の第

26 号条約と第 88 号条約は、いずれも一度は批准の後に破棄したものである。 

 第 26 号条約については、1929 年に批准、1985 年に保守党政権の下でこれを破棄した。こ

れは当時の保守党政府の最低賃金制度に対する批判的な立場を反映したものといえる。イギ

リスでは、低賃金業種における業種別最低賃金制度が 20 世紀初めに導入され、政府から独立

の機関として設置された三者構成の賃金審議会（Wage Council）が最低賃金額やその他の労働

条件に関する下限の設定に関して権限を有していた。1979 年に成立した保守党政府は、1985 

                                                      
3
 議会ウェブサイト（http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage_bill/index.htm）による。 

4
 議会ウェブサイト（http://www.parliament.uk/about/how/laws/private_members.cfm）を参照。また、議員立法に

より成立した法案のリストは、House of Commons Information Office（2009）から得る事ができる。 
5
 スコットランド労働組合会議ウェブサイト参照（ http://www.stuc.org.uk/policy/trade-union-employment-

right/stuc-response-to-the-gangmasters-regulations-consultation）。 
6
 House of Commons Environment, Food and Rural Affairs Committee（2004） 

7
 条約の批准等に係る詳細の内容は、イギリス政府において ILOへの対応を所管する Joint International Unit for 

Education, Employment and Social Affairs、ILO, UN & Council of Europe Team（関係省庁の合同ユニットとして、

雇用年金省に設置されている）の John Suett氏からの回答などに基づいている。 
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年に批准の破棄を ILO に通告し8、最終的には、1994 年に最低賃金制度自体が廃止された。 

 1997 年に政権に復帰した労働党は、1999 年に全国最低賃金制度を導入、最低賃金額や制

度改正などに関する諮問組織として公労使からなる低賃金委員会を設置した。同委員会は、

毎年の改定額のほか、制度の適用範囲やその他の課題について、政府の諮問に基づき答申を

行っている。なお、全国最低賃金制度の導入と低賃金委員会の設置により、イギリスは実質

的に第  26 号条約の要件を満たしているが、現在、再批准の是否は検討の俎上にのぼってい

ない。 

 また第  88 号条約については、1949 年の批准後、1971 年にこれを破棄している。ILO 理事

会の議事録9によれば、イギリス政府は破棄の理由として、知的・専門的労働者や管理職等

に限って、公的職業紹介を有料で行うことを検討しており、これが公的職業紹介を無料で実

施すべきことを定めた  88 号条約の規定に反するため、としている。当時の雇用省により、

1973 年に「Professional and Executive Recruitment」として開始されたこの有料サービスは、

1988 年に民営化のうえ民間企業に売却されるまで、企業に対して専門職、技術職、研究職、

管理職の職業紹介などを行った10。 

 一方、現在批准している第 144 号条約については、全国レベルの労使団体であるイギリス

労働組合会議（TUC）及びイギリス産業連盟（CBI）を対象として、ILO 総会に関連する事

柄に関する協議等を実施している。通常の情報提供・協議に加えて、必要に応じて個別の問

題に関する政労使の三者構成グループを組織する場合もある。例えば第 182 号条約（最悪の

形態の児童労働）に関しては、雇用年金省の主導により関係省庁および TUC、CBI のメンバー

からなる三者構成グループを組織し、年 1  回の会合を定例化している。また扱う問題によっ

ては、産業別の労使団体とも連携している。例えば、06 年の ILO 総会の討議に付された漁業

労働条約および勧告にかかわる各国への質問事項については、TUC、CBI 以外に、海運業に

おける代表的な労使団体である NUMAST（National Union of Marine, Aviation and Shipping 

Transport Officers:船員等を組織する労働組合）および全国漁業者協会（National Federation of 

Fishermen’s Organisations）に対しても意見聴取を行い、その結果をレポートとして ILO に提

出している。 

 このように、労使団体の政策決定への関与の仕方は多岐にわたるが、一部の政策領域につ

いては、政策立案・運営等を担う常設組織に労使団体の代表の参加しているケースがある。

以下にその一部を挙げる。 

 

                                                      
8
 破棄の翌年に成立した 1986 年賃金法は、賃金審議会が決定する最低賃金額の適用範囲から 21 歳の労働者を除

外し、同時に賃金（基本賃率、時間外割増率および宿泊場所の提供による課金額の上限）以外の事項に関す

る権限を廃止した。 
9
  ILO（1971） 

10
 House of Commons（1998）による。なお同年には職業紹介事業法が制定され、民間職業紹介事業に免許制が

導入されている（施行は 76 年）。 
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・低賃金委員会（Low Pay Commission）11
 

設置：1997 年 

根拠法：1998 年最低賃金法 

構成：委員長および委員 8 名（現在は公益 2 名、労使各 3 名）。委員の構成については、

国務大臣の判断による（最低賃金法附則第 1 条） 

機能：担当大臣の諮問に基づき、最低賃金制度の経済及び雇用への影響を分析し、毎年

の改定額のほか各種の制度改正にかかわる諸問題に関する答申を行う。 

委員任命方法：担当大臣による任命 

 

・助言斡旋仲裁局（Advisory, Conciliation and Arbitration Service）評議会12
 

設置：1976 年 

根拠法：1975 年雇用保護法 

構成：委員長、委員 11 名（公 3、労 4、使 4 ） 

機能：ACAS は労使等に対する助言、個別紛争及び集団紛争のあっせん、不公正解雇事

件の仲裁等を行う。評議会は、組織の運営方針や優先課題の決定等を担う。 

委員任命方法：国務大臣（現在はビジネス・イノベーション・技能相）による任命 

 

・ギャングマスター認可局（Gangmaster Lisensing Authority）役員会 

設置：2004 年 

根拠法：2004 年ギャングマスター（認可）法 

構成：会長、委員 19 名（労 4、使 10、監督機関 5 ）、行政 9 名（関係省庁の担当大臣等）、

オブザーバ 1 名（ETI:倫理的消費に関する NGO で、労使などが設立） 

機能：ギャングマスター認可局は、農業、貝類採取等の特定業種向けの労働者供給事業

者の認可及び監査を行い、役員会はその運営に責任を負う。 

委員任命方法：会長は国務大臣の指名、委員（行政委員を含む）は法律により指名され

た組織が候補を選定。 

 

・中央仲裁委員会（Central Arbitration Committee）委員・パネル委員13
 

設置：1975 年 

根拠法：1975 年雇用保護法 

構成：委員長、副委員長 10 名（公益）、委員 54 名（使 28、労 26） 

  パネル委員-委員長、労使各 1 名 

                                                      
11

 http://www.lowpay.gov.uk/lowpay/members.shtml 
12

 http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1401 
13

 http://www.cac.gov.uk/index.aspx?articleid=2239 
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機能：集団紛争の仲裁等を行う。 

委員任命方法：国務大臣が任命（事前に助言斡旋仲裁局に協議） 

 

・雇用・技能委員会（UK Commission for Employment and Skills） 

設置：2008 年 

構成：会長・事務局長及び委員 20 名（公 6、労 3、使 11） 

機能：能力開発政策に関する進捗の評価や政策提言を行う。 

 

 なお、こうした常設組織以外にも、個別の政策課題について、タスクフォース等が組織さ

れ、これに労使が参加する場合もある。近年の例としては、立場の弱い労働者の現状とその

保護に関する議論のため、ビジネス・企業・規制改革省（当時）が2007年に立ち上げた

「Vulnerable Worker Enforcement Forum」14がある。TUCやCBIを含む複数の労使団体、行政な

どからのメンバーが参加し、2008年にとりまとめられた報告書の提言は、政府の関連施策の

強化を後押しする結果となった。 

 また近年、雇用上の権利に関するEU指令の国内法化に関連して、政府が立法に先立って

労使に呼びかけて合意形成をはかり、その内容に基づいて法案を作成する事例がみられる。 

イギリスは労働協約に一般的拘束力を認める制度を採用していないため、法律と同等の効力

を有する全国レベルの協約・協定等はなく、こうした例外的な協定も立法における反映を政

府に義務付けるものではない。ただし、当該の EU 指令が間接的に、全国レベルの労使協定

の内容を根拠に規制内容の緩和等を許容する場合、EU 法に照らした国内法の妥当性を担保

する基盤となり得る。 

 

・情報提供・協議規則 

 企業における労使協議制の実施を義務付ける「欧州共同体における被用者に対する情報提

供・協議の一般的枠組に関する欧州議会及び理事会指令」15の国内法化に際して、当時の貿

易産業省（DTI：雇用関連の法制度を所管）は、EU 指令の国内法化のプロセスとしては初め

て、規則案の概要に関して TUC、CBI の代表を交えて協議を行い、i)規則の適用範囲、ii)従

業員からの要求の手続き、iii)交渉による合意に関する要件、iv)法律に定める協議制度の要

件、v)履行確保、の大きく 5 点について両者の合意を得た。政府は協議の結果に基づいて法

案を作成、二度のコンサルテーションを経て、2004 年被用者情報・協議規則16が成立した。 

 

                                                      
14

 最終報告書及びこれに対する政府の回答は、ビジネス・イノベーション・技能省ウェブサイト 

（http://www.berr.gov.uk/whatwedo/employment/Vulnerable%20workers/index.html）より参照出来る。 
15

 Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 establishing a general 

framework for informing and consulting employees in the European Community 
16

 Information and Consultation of Employees Regulations 2004 
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・派遣労働者規則 

 もう一つの事例として、EU 派遣労働者指令17の国内法化に関連して労使間で締結された

協定がある。派遣労働者と正規従業員の間の均等待遇を企業に義務付けることを目的に、

2003 年に欧州委員会が議会に提出した派遣労働者指令案に対して、イギリスは一貫して反

対の姿勢を取っていた。争点の一つは派遣労働者に対する権利付与の時期で、指令の提案す

る条件が、国内の使用者側が主張するそれと全く折り合いがつかなかったことによる。イギ

リス政府は 08 年 5 月、国内の労使に働きかけて合意を取り付け、これをうけて同年 10 月に指

令の成立にこぎつけた。その前提として、猶予期間の設定を各国の労使協定等に委ねること

などを同指令案の成立への協力と引き換えに認めるよう、イギリス政府が欧州委員会に交渉

したといわれている。 

 指令成立をうけて、労使合意の内容を前提とした国内法化に向けて 2 度のコンサルテーシ

ョンが 09 年中に相次いで行われ、2010 年には派遣労働者規則18が成立した。 

 

第３節 その他 

 イギリスの労使関係は、大陸ヨーロッパにおける労使関係の性質との対比において「集団

的自由放任」とも形容され、伝統的に、労使間の自律的な関係に政府が介入することは避け

られてきた。さらに 80 年代には、反労働組合的な方針をとる保守党政権のもとで、とりわ

け労働組合の政策決定への参加の機会は著しく狭められた。 

 97 年に発足した労働党政権は、前政権が一貫して拒否してきた「労働者の基本的社会権

に関する共同体憲章」（社会憲章：The Community Charter of the Fundamental Social Rights of 

Workers）に調印した。このことは、イギリスが EU レベルの社会政策の方向性に歩調を合わ

せ、域内の移動の自由、機会均等、社会的保護、また団結・団体交渉や被用者への情報提

供・協議、経営参加などの領域に関する権利を保障すべく、その制度化に積極的な姿勢を表

明することを意味している。 

 上にみたとおり、その影響は単に EU 指令の規定が国内法として整備されるというのみに

留まらず、情報提供・協議規則や派遣労働者規則のように、政府が労使間の合意形成に向け

て積極的な働きかけを行い、その合意内容が法律に反映されるといった事例も生んでいる。

ある意味では、大陸ヨーロッパ的な労使団体の政策決定への参加を促進する結果につながっ

ていると見ることもできる。 

 

［参考文献］ 

Cabinet Office（1999）“Modernising government”.  

House of Commons（1998）“Employment and Training Programmes for the Unemployed”.  

                                                      
17

 Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on temporary agency work 
18

 Agency Workers Regulations 2010 
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House of Commons Environment, Food and Rural Affairs Committee（2004）“Gangmasters (follow up): 

Government Reply to the Committee’s Report - Twelfth Special Report”. 

House of Commons Information Office（2009）“The Success of Private Members’ Bills”.  

International Labour Organisation（1971）“Minutes of the 184th Session of the Governing Body, Geneva, 16-

19 November 1971”. 
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第６章 ＥＵ 

 

 EU 労働法を研究する者がもっとも強い印象を受けるのは、労働立法システムそのものの

中に強烈なコーポラティズムの刻印が刻まれていることであろう。EU 運営条約という憲法

的規範のレベルにおいて労使の関与とイニシアティブが規定され、それが立法における民主

主義の現れとして位置づけられているのである。本稿では、それが登場するに至った経緯を

略述し、その展開を概観する。 

 

第１節 労使立法システムの形成 

 マンチェスター大学の故ブライアン・バーカッソン教授はその著書『ヨーロッパ労働法』

の中で、「EU レベルにおける労使対話の出現という EU レベルの社会政策と労働法の法的戦

略の転換への決定的な推進力を与えたのは、EU レベルの労働立法に対するイギリスのこの

封鎖であったというのは皮肉だ」と述べている1。ある意味では、サッチャーが欧州労使対

話の母であった。 

 それまでの EC 社会政策では行政府たる欧州委員会が（大陸諸国の法制をモデルに）立法

を主導していた。1970 年代には男女平等とリストラ規制における立法が進展し、ルーベン

大学のロジェ・ブランパン教授は「ヨーロッパ労働法の黄金時代」と呼んだほどであった。

ところが 1979 年の総選挙でサッチャー率いる保守党がイギリスの政権を握った後、全会一

致制の下で労働分野の立法提案はことごとくイギリス政府の反対で潰えた。この「暗黒時

代」を反転させるべくブリュッセルに乗り込んできたのがドロールであり、その武器が「労

使対話」（ソーシャル・ダイアローグ）である。 

 彼の意図は、EU レベルの労使間で労働協約を結ばせ、これを各国の労使を通じて実施し

ていくというやり方をとれば、理事会でイギリス政府がいかに反対してもすり抜けることが

できるというところにあった。しかし使用者側の消極的な姿勢のため、1980 年代の「労使

対話」は拘束力のない政労使共通見解を量産するだけで、欧州レベルの労働協約にはほど遠

かった。ドロールはサッチャーを出し抜くことができなかったのである。 

 この状況を大きく転換したのが 1991 年のマーストリヒト条約である。条約改正に向けた

政府間会合で、イギリス以外の政府は労働立法をそれまでの全会一致から特定多数決に移行

することに同意した。もしこれが実現すれば、今までイギリスの反対で何とか否決されてい

た立法案が軒並み採択されることになる。それくらいならば労使が労働協約で決定できるこ

ととした方がましだ、と使用者側は考えたのである。当時のティスケヴィッツ UNICE（欧

州経団連）事務局長はこれを「銃殺刑か終身刑かの選択」と表現した。欧州委員会提案の立

法がそのまま成立するのは「銃殺刑」というわけである。その結果、マーストリヒト条約附

                                                      
1
  Brian Bercusson, European Labour Law, Butterworths, London, 1996, p.72 
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属議定書で労働立法に関する労使への協議義務と、協議を受けた労使が自分たちで交渉して

労働協約を締結すればそれを理事会決定により EU 法として施行することもできる旨が定め

られた。このときにはイギリス政府は自国への適用を拒んだが、1997 年ブレア労働党政権

の成立により、同年のアムステルダム条約でイギリスにも適用されることとなった。 

 以上の経緯は、EU 労働立法システムにおけるコーポラティズムが、コーポラティズム思

想自体の影響力というよりは、大陸型労働立法をネオリベラル政権下のイギリスの妨害から

守るための戦術と、使用者側の官僚不信からくる次善の策としての労使対話の選択によって

生み出されたことを物語っている。もっとも、当時大陸諸国の主導権をコーポラティズムに

親和的なキリスト教民主主義勢力が有していたことや、ドロール自身もキリスト教労働組合

出身の政治家で、フランス人としてはコーポラティズムに親和的であったことも背景事情と

しては重要であろう。 

 

現行の EU 運営条約の規定（2009 年リスボン条約による改正後） 

第１５２条 

 欧州連合は、国内制度の多様性を考慮しつつ、欧州レベルの労使の役割を認識し、促進す

る。欧州連合は、労使の自律性を尊重しつつ、労使対話を促進するものとする。 

 成長と雇用のための三者構成社会サミットは労使対話に貢献するものとする。 

第１５４条 

１ 欧州委員会は、欧州連合レベルの労使協議を促進する任務を有し、双方に対し、公平な援

助を行うことによりその対話を容易にするあらゆる適切な措置をとるものとする。 

２ このため、社会政策分野における提案を提出する前に、欧州委員会は、欧州連合の行動の

可能な方向に関して労使に協議するものとする。 

３ この協議の後、欧州委員会が欧州連合の行動を有益と考える場合には、欧州委員会は、想

定される提案の内容に関して労使に協議するものとする。その場合、労使は、欧州委員会に

対し、意見又は必要に応じて勧告を行うものとする。 

４ 第２項及び第３項の協議において、労使は欧州委員会に第１５５条に規定する手続を行う

希望を通知することができる。手続の期間は、当該労使及び欧州委員会が共同で延長の決定

をしない限り、９カ月を超えないものとする。 

第１５５条 

１ 労使がそう望むならば、欧州連合レベルの労使対話は、労働協約を含む契約関係になるこ

とができる。 

２ 欧州連合レベルで締結された労働協約は、労使及び加盟国の手続及び慣行に従い、又は第

１５３条に含まれる事項については、締結当事者の共同要請により、欧州委員会からの提案

に基づく閣僚理事会決定により実施されるものとする。欧州議会は情報提供を受けるものと

する。 

  当該労働協約が第１５３条第２項に従い全会一致を必要とする分野の一に関係する一又は

それ以上の規定を含んでいる場合には、閣僚理事会は全会一致で行動するものとする。 
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第２節 労使立法システムの展開 

 マーストリヒト条約発効以来の 15 年余りの間に、社会政策協定第 3 条又は条約第 138 条に

基づき労使に対して行われた協議は 30 件近くに及ぶ。そのうち、産業横断的労使間で労働

協約の締結に至ったものは 7 件であり、うち 4 件は理事会指令という形で施行され、3 件はボ

ランタリー・アグリーメントとされている。また、業種別労使間の労働協約が 6 件締結され、

うち 5件が理事会指令となっている。まずこれらを一覧表で示そう。 

 

表１．労使への協議が行われた EU 労働立法の一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このシステムによる EU レベル労働協約の第 1 号は育児休業協約であるが、その締結・実

施過程でいくつもの問題点が噴出した。 

協議・交渉項目 第1次協議 第2次協議 協約締結の交渉開始 協約締結 指令案提出 指令採択

欧州労使協議会 1993/11/18 1994/2/8 決裂 1994/4/13 1994/9/22

育児休業 1995/2/22 1995/6/21 1995/7/7 1995/12/14 1996/1/31 1996/6/3

性差別の挙証責任の転換 1995/7/5 1996/6/21 決裂 1996/7/17 1996/12/15

非典型労働 1995/9/27 1996/4/17

・パートタイム労働 1996/10/21 1997/6/6 1997/7/23 1997/12/15

・有期労働 1998/3/23 1999/3/18 1999/5/1 1999/6/28

・派遣労働 2000/5/3 (2001/5決裂) 2002/3/20 2008/11/19

セクシュアルハラスメント 1996/7/24 1997/3/19 決裂 2000/6/7 2002/9/23

労使協議の一般的枠組み 1997/6/4 1997/11/5 決裂 1998/11/11 2002/3/11

業種別労働時間 1997/7/15 1998/3/31

・船員 不明 1998/9/30 1998/11/18 1999/6/12

・道路運送 不明 (1998/9決裂) 1998/11/18 2002/3/11

・民間航空 不明 2000/3/22 2000/6/23 2000/11/27

・多国間鉄道 2002/12/20 2004/1/27 2005/2/8 2005/7/18

企業倒産労働者保護指令の改正 2000/2/10 2000/6/7 決裂 2001/1/15 2002/9/23

アスベスト指令の改正 2000/4/25 2001/3/0 決裂 2001/1/15 2002/9/23

雇用関係の現代化 2000/6/26 2001/3/19

・テレワーク 2001/10/12 2002/7/16 (自律協約)

自営業者の安全衛生 2000/9/7 2001/6/7 決裂 2002/4/3 2003/2/18

個人情報保護 2001/8/27 2002/10/31 決裂

リストラクチュアリング 2002/1/15 2005/3/31 (2001/7セミナー) (2003/10文書)

職域年金のポータビリティ 2002/5/27 2003/9/12 決裂 2005/10/20

職場のストレス 2002/12/19 2002/4/28 2004/10/8 (自律協約)

労働時間指令の改正 2003/12/30 2004/5/19 決裂 2004/9/22 (2009/4/27決裂)

発癌物質指令の改正 2004/4/16 2007/4/16

欧州労使協議会指令の改正 2004/4/19 2008/2/20 2008/7/2 2009/5/6

筋骨格疾病 2004/11/12 2007/3/14 農業:2005/11/21 (自律協約)

職場のハラスメントと暴力 2005/1/17 2006/2/7 2007/4/26 (自律協約)

安全衛生諸指令実施報告の簡素化 2005/4/1 2005/10/26 2006/7/14 2007/6/20

最低所得と労働市場排除者の統合 2006/2/8 2007/10/17
2008/9/30

(欧州委勧告)

海上労働基準の強化 2006/6/15 2008/5/19 2008/5/19 2008/7/2 2009/2/16

職業・私的・家庭生活の両立 2006/10/12 2007/10/17 2007/7/11 2009/6/18 2009/7/30 2010/3/8

注射針事故による血液感染からの医療労働者の保護 2006/12/21 2007/12/20 不明 2009/7/17 2009/10/26 2010/3/8

企業譲渡労働者保護指令の改正 2007/6/20 決裂

海上労働の社会的規制枠組みの再検討 2007/10/18 2009/4/14

自営業における男女均等待遇 2008/2/25 2008/10/3

職場の喫煙 2008/12/19
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 欧州委員会の 2 次にわたる協議に対して、欧州労連（ETUC）、欧州経団連（UNICE）及び

欧州公企業センター（CEEP）という産業横断的労使が交渉開始を通告し、労働協約の締結

に至ったのであるが、これに対し欧州中小企業協会（UEAPME）、ユーロコマース、欧州管理

職組合（CEC）、ユーロカードルといった特定カテゴリーの労使を代表する団体が一斉に、自

分たちが参加していない交渉で決められた協約に拘束される謂われはないと主張し始めた。

特に UEAPME は強硬で、理事会による協約を実施する指令の採択後、その取消を求めて欧

州第一審裁判所に訴えを提起した。 

 これに対する判決（T－135/96（UEAPME v Council））は 1998 年 6 月 17 日に下され、結論

としては UEAPME の訴えを退けた。ただし、この立法過程においては欧州議会の関与がな

いため、民主制原則が労使の代表を通じて確保される必要があると述べ、それゆえ欧州委員

会と理事会は締約者が真に代表性を有するかを検証する義務があり、代表性が欠けている場

合にはその協約の実施を拒否しなければならないと判断したことは、労使立法システムの民

主主義的根拠を明らかにしたという点で、重要な意義を有している。 

 なお、その後 UEAPME は UNICE と和解し、以後の EU レベル労使交渉に共同で出席してい

る。 

 

第３節 非典型労働をめぐる労使立法の展開 

 EU レベルの労働協約による立法のうち、現在までのところもっとも内容的に成功を収め

たと評価されているのが、1997 年 6 月 6 日のパートタイム協約と 1999 年 3 月 18 日の有期労働

協約であろう。これらに交渉が失敗に終わった派遣労働も含めて、その経緯を見ておく。 

 もともとパートタイム指令案は 1981 年 12 月に、派遣・有期労働指令案は 1982 年 4 月に提

案されたものであるが、特に後者は極めて制限的な規制立法であり、いずれも採択すること

ができなかった。そこで、欧州委員会は、労使団体が育児休業に関する交渉に入ったのを見

届けた 1995 年 9 月 27 日、非典型労働に関する第 1 次協議を開始した。 

 翌 1996 年 4 月 17 日の第 2 次協議を機に UNICE も交渉開始を決断したが、非典型労働者すべ

てについて同時に交渉することは困難であることから、まずパートタイム労働者について交

渉を始めることとされた。この交渉は 10 月 21 日に開始され、翌 1997 年 5 月 14 日協約草案に

合意がなり、6 月 6 日に正式に締結に至った。このパートタイム労働協約は主としてフルタ

イム労働者とパートタイム労働者の均等待遇を定めるもので、UNICE 側としてもそれほど

問題はなかった。少なくともイギリス保守党政府よりは進歩的であった。ただ、より問題を

孕んだ有期労働者や派遣労働者の問題を先送りしたから可能であったという面もある。 

 パートタイム協約に続いて労使が交渉を開始したのは有期労働者についてであった。   

1998 年 3 月 23 日に交渉が開始され、翌 1999 年 1 月 14 日に協約案に合意がなされ、3 月 18 日に

正式に協約が締結された。こちらはパートタイム協約に比べると問題が複雑であった。常用

労働者との均等待遇という点については労使合意が容易であるが、そもそも有期労働契約の



－ 63 － 

位置づけについて両者の見解はかなり懸隔していたのである。ETUC 側は、常用労働契約が原

則であって有期労働契約は例外的な場合にのみ認められるべきとの考え方であるのに対し、

UNICE 側はむしろそういった制限を緩和することを求めていた。この背景には解雇規制に

よって常用労働者の柔軟性が乏しい分を有期労働者の利用で補いたいという企業経営上の必

要性があり、この両者の対立をどのように妥協させるかが注目点であった。結果的に、締結

された協約は常用労働者との均等待遇のほかに「有期労働契約の反復継続利用による濫用の

防止」を規定している。有期労働の利用そのものに制限は設けないが、継続期間や更新回数

を制限することで「濫用」は防止しようという考え方であり、かつての欧州委員会提案が締

結事由を制限していたのに比べると、労使交渉による協約立法の成果と言える。  

 最後に残された派遣労働者についても、2000 年 5 月 3 日に交渉が開始された。労使双方に

おいて交渉を推進する要素として働いたのは、派遣事業に関わる労使団体であった。使用者

側では労働者派遣事業協会（Euro-CIETT）であり、労働側ではサービス産別の Euro-FIET

（2000 年からは UNI-Europa)である。両者はこれに先立つ 1999 年に産業別労使対話を開始し、

EU レベルの産業別労働協約を締結する構えを示した。これは UNICE にとっても ETUC にと

っても許容しがたい動向であった。派遣労働はその性格上あらゆる業種において活用されて

おり、派遣先企業や派遣先の労働者の利益を無視して、派遣事業者団体と派遣労働者の組合

だけで協約を締結されるわけにはいかないからである。 

 ところが交渉は難航した。ETUC が派遣労働の利用条件を限定しようとするのに対し、 

UNICE が派遣事業規制の撤廃を盛り込もうとしたのは当然といえるが、均等待遇について

も、ETUC が派遣先労働者との均等を要求したのに対し、UNICE は派遣元労働者との均等も

認めるよう主張した。そして交渉が開始されて１年が経過した 2001 年 5 月 21 日、UNICE と 

ETUC は互いを非難しあって交渉はデッドロックに乗り上げた。この事態を見て同年 10 月 8

日、Euro-CIETT と UNI-Europa は共同宣言を発表し、派遣規制の撤廃と派遣先労働者との均

等待遇を含む 13 項目を挙げた。派遣事業者団体は使用者団体から突出して労働組合側に歩

み寄った形になっているが、これは彼らが何よりも EU 各国に未だ残る派遣事業に対する制

限の撤廃を望んでいたからである。 

 結局、欧州委員会が共同宣言に沿った形で 2002 年 3 月 20 日に指令案を提案した。これは原

則として派遣先を比較対象として均等待遇を求めるもので、ただし派遣元と常用雇用契約を

有する者、労働協約による場合等については例外としている。これにはイギリス政府が反対

を続けたが、2008 年 5 月 20 日、イギリス政府と TUC、CBI の間で国内の政労使合意が成立し、

これを受けて翌 6 月に政治的合意が成立、同年 11 月 19 日に指令として成立に至った。形式的

には労働協約に基づく労使立法ではないが、その内容と成立経緯からしても、まさに労使合

意に基づく立法ということができる。 
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第４節 ＥＵレベル自律協約の法的性質と問題点 

 さて、条約上 EU レベル労働協約は「労使及び加盟国に特有の手続と慣行に従い」実施す

る方法と、「欧州委員会の提案に基づく理事会決定により」実施する方法が規定されている。

一見すると、前者は集団的労使関係法の想定する労働協約としての実施であり、後者はその

労働協約に一般的拘束力を与える行政行為に見える。本来、「決定」は「指令」のような一

般的法規範の定立ではない。ところが欧州委員会と理事会は、本条の「決定」は「指令」を

含むと解釈し、実際に「指令案」を提出し、「指令」を採択した。そうすると EU レベルの労

働協約とは EU 機関による法規範定立の準備行為に過ぎないことになる。 

 逆に、労使が理事会「決定」による実施ではなく、「労使及び加盟国に特有の手続と慣行

に従い」実施するという途を選んだ場合、その協約の法的性質を定めたいかなる EU 法上の

規定も存在しないという事実に直面することになる。規範的部分には規範的効力があるのか、

債務的効力しかないのか、全部ひっくるめて紳士協定に過ぎないのか、何も決まっていなか

ったのである。この問題は、2002 年にテレワーク協約が自律協約として締結されたことに

よって現実のものとなった。 

 経緯から明らかなように、このシステムはイギリス政府の妨害を抑えて大陸型労働立法を

実現するというドロールの発想に端を発している。条文上は自律協約が原則であるように見

えても、協約を実施する理事会「決定」という形式が暗黙の前提であった。ところが、いか

なる経緯で作られたにせよ、いったん構築されたシステムはそれ自体のロジックで動き出す。

そして、1990 年代に育児休業、パート労働、有期労働と理事会「指令」による実施が続い

た後、2000 年以降は経営側のイニシアティブにより、テレワーク、職場のストレス、職場

のハラスメント・暴力と、もっぱら自律協約という手法が用いられるようになっている。現

在までのところ、国内レベルの労使で労働協約を締結して実施している国もあれば、「指

針」の策定にとどまっている国もある。 

 こういった現代的な職場の課題に対して、EU レベル労使の自律協約によって対応の方向

性を定め、各国労使の手によってそれを実施していくという枠組みが、これら課題の解決に

どれだけ有効であるかは、これからの実績によって問われていくことになろう。 
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政（公）労使三者構成に 

 

 

 

 

 

 

ILO条約に関する実施状況

第26号（1928年採択）
最低賃金決定制度の創設に関す

る条約

第88号（1948年採択）
職業安定組織の構成に関する条

約

○（批准）、×（未批准）

○（1930年批准） ○（1952年批准）

最低賃金の改定については、毎
年政府が、政労使三者構成による
「全国団体交渉委員会」に諮問
し、その意見を聞いた後、デクレ
（政令）によって改定する。

公共職業紹介サービスを担う
ANPEは、政府により指名された
委員長の下に、労使及び行政の
代表からなる三者構成の運営委
員会によって統括されていた。こ
のANPEは、公共雇用サービスの
改革に関する2008年2月13日の法
律により、失業保険の管理運営を
行う労使同数組織であるUNEDIC
と統合し、2009年1月よりPôle
emploiとなり、公共職業紹介サー
ビスへの労使の関わりがさらに強
化された。

○(1929年批准） ○（1954年批准）

ILO条約第26号は、三者構成によ
る審議会決定方式以外にも、労使
協約による拡張適用を認めている
ため、最低賃金の決定も、労使に
よる「協約自治」によって行われて
いる。しかし、労働協約の拡張適
用が及ばない特定業種への特殊
法定最低賃金の決定に際しては、
中央委員会（Hauptausschuss）な
ど、三者構成制度が存在する。

連邦雇用エージェンシーの自治管
理機能として、労使が負担金を支
払っている事業に関して、政労使
各７名の三者構成による管理評
議会（Verwaltungsrat）が存在す
る。

○(1936年批准） ○（1950年批准）

社会問題省が最低賃金を決定す
るが、それに先立って社会経済協
議会に諮問を行う。

社会経済協議会をはじめとする三
者協議の場において対応する。
政労使三者構成による雇用・所得
協議会（Raad voor Werk en
Inkomen）が職業紹介を含む労働
市場政策について協議・勧告を
行っている。

×（1929年批准、1985年破棄） ×（1949年批准、1971年破棄）

1985年に破棄。
なお、1999年の全国最低賃金制
度の導入に伴い、最賃額の設定
に関する政府からの諮問を受ける
低賃金委員会が設置されている。

公共職業紹介において、知的・専
門的職業の職業紹介を有料で実
施することが検討されていたこと
から、1971年に破棄。

ドイツ

(1)連邦省庁共通職務規程（GGO) 第47条では、法案を作
成する際に利害関係が生じる州、地方自治体中央団体、
及び専門家団体や諸団体に草案を送ることが規定されて
いる。この規定に照らして労働政策関連法案作成時には
労使から意見を聞く。
(2)最低賃金政策に関して、最低労働条件法に基づく公労
使の中央委員会（Hauptausschuss:公3、労使各2）などが
存在する。
(3)社会法典第3編に基づく連邦雇用エージェンシーの管
理評議会（Verwaltungsrat）（政労使各7）が三者構成制度
として存在する。

政（公）労使三者構成制度の現状

立法過程においては、通常、労使を含め広く一般に対す
る意見聴取が、法案の議会提出前までに、パブリック・コ
ンサルテーションを通じて実施される。また近年は、EU指
令の国内法化に際して政府が代表的労使団体に協定の
締結を促し、その内容を法案に反映する事例がみられる
（EU派遣労働者指令に基づく派遣労働者規則の成立等)｡
このほか、個別分野では、例えば我が国の最低賃金審議
会にあたる低賃金委員会など、労使の参加する諮問組織
等が政策の立案や実施に影響力を持っている。

フランス

(1)労使対話の近代化に関する2007年1月31日の法律に
より、労働立法及び改正の際には労使との事前協議を行
うことが政府に義務付けられた。事前協議の後、法律案に
関する諮問が扱われるテーマに応じて、政労使三者構成
による「全国団体交渉委員会」「雇用高等委員会」「全国
生涯職業訓練評議会」に対して行われる。
(2)憲法第70条により、「経済的・社会的性格をもつ全ての
計画または全ての法律案は、意見を聴取するために経済
社会評議会に付託される」ことが定められている。
(3)政労使三者構成による機関は多数存在する。労働・雇
用に関するものは、(1)に挙げた3つの他にも「雇用方針評
議会」「労働条件評議会」「年金政策指導評議会」等があ
る。

(1)社会経済協議会（ＳＥＲ）が公労使三者構成による、政
府の最高諮問機関である。①根拠法は公法産業組織法、
審議会枠組み法である。②委員は３３名であり、公労使各
１１名ずつである。
(2)労働協会（ＳｖｄＡ）は労使の二者構成による最高協議
機関であり、この労働協会と政府との協議に基づき、産業
別労使交渉の大枠を決定する。　①労働協会は私法上の
財団という形式を取っているため、根拠法はない。　②委
員は16名であり、労使各8名ずつである。

オランダ

イギリス
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関する制度表（各国比較） 

 

 

 

 

 

 

 

国会（議会）における政府提案の修正の状況

第144号（1976年採択）
国際労働基準の実施を促進する
ための三者の間の協議に関する

条約

○（1982年批准）

1983年11月に、144号条約の批准
に関する政労使諮問委員会として
「COMISSION 144」を労働省下に
アレテ（省令）によって設立。その
後、1998年11月に、144号条約に
限らず、幅広いテーマを扱う政労
使三者構成の諮問委員会として、
「CDSEI：欧州・国際問題のための
社会的対話委員会」を労働省下
にデクレ（政令）によって設立。

○（1979年批准）

労使を含む協議委員会を形成し
ている。

○（1978年批准）

社会経済協議会をはじめとする三
者協議の場において対応する。

○（1977年批准）

英労組会議、英産業連盟を主な
対象に協議等を行うほか、扱う問
題によっては利害を有する産業別
労使とも協議。

議員立法の状況
①修正手続きの仕組み
②修正の状況
③修正の程度

政府提出案が大多数。議
員立法は例外的。

①連邦議会には常設の専門委員会が設置されており、その中に労働
社会政策に関する法案を専門に審議する委員会が存在する。審議時
に各方面の専門家や利害関係団体（労働関連法案の場合労使団体
が主）の代表から意見を聞く公聴会などが開かれる。議会は三読制
で、第一読会後の委員会審議を経て、第二読会時に各会派等からの
修正動議があれば併せて審議される。
②何らかの修正を行うことも多い。修正動議はほぼ野党側会派によ
る。
③法案作成時にすでに労使を含む利害関係者との意見調整を行って
いる。その調整を踏まえて新たな条文の挿入等を含む場合もあるが、
多くは字句修正である。

①政府提出の原案に従って、本会議での法案審議の段階で、本会議
前に法案を審査した委員会修正案が提出された場合、全体討論から
始まり、各条文ごとに修正案をひとつずつ審議し議決していく逐次討論
へ。
②修正されることも多い。ただし、政府が原案のままでの成立を望む場
合には、議会に対して一括投票による採択を要請できる。
③修正の程度は法案によって異なる。ただ、法案は労使合意をもとに
作成されているため、議会での修正はこの労使合意から逸脱すること
はなく、多くは字句修正である。

①下院議員であれば、法案の修正を提案する権利がある。議員が修
正案を提案した場合、修正案として採決可能であるか否かを議会で審
査した上で、法案の内容から最も遠い内容の修正案から順に採決を行
う。担当大臣が修正案を容認した場合には、修正案が成立するが、容
認しない場合には、法案自体の撤回もありうる。
②何らかの修正を行うことも多い。
③当初法案と反対の内容を含むもの、あるいは法案と無関係の内容
を含む修正は認められていない。また、雇用・労働問題に関しては、大
きな修正が行われることは基本的にない。

議会への法案提出は主と
して政府が行う。議員提出
法案の成立は稀。
近年、労働分野では、2004
年ギャングマスター法が成
立しているが、これには法
案の作成段階から関係労
組が協力し、また議会審議
に際しては労使団体が合
同組織を結成して支持活
動を行うなど、法案成立に
労使の貢献がみられた。

政府提出法案が中心。
近年、労働分野では、CPE
（初回雇用契約）導入関連
法を労使との事前協議や
議員による投票・採決を経
ずに強引に成立させたた
め、デモが各地で行われる
等フランス全土が大混乱
に陥った。このため、CPE
撤回と、これに代替する若
年者雇用対策を盛り込ん
だ与党議員による法案が
可決された例外的な事例
がある（2006年）。

議員立法は例外的。また、
議員立法については、あら
かじめ国務院又はSER に
諮問して答申を受けること
が条件となっている。
労働関係では、1874年に
児童労働禁止法や1993年
に外国系住民の均等な労
働参加を促進する法案等
人権に関するものが成立
した例がある。

①庶民院・貴族院とも三読制で、庶民院では法案提出後の委員会審
議から、貴族院では第二読会から、議員による修正案の提出が可能。
成立には、最終的に両院の合意を要する。
②修正されることも多い。
③修正の程度は法案によって異なる。新たな条文の挿入等を含む場
合もあるが、多くは字句修正である。
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ＩＬＯについて 

 

１．設立から現在まで 

  1919 年、第 1 次世界大戦後の社会改革に対して高まる懸念等から、ベルサイユ条約によ

って設立された（本拠：ジュネーブ）。政策策定や計画立案時には、経済を動かす社会的

パートナーである労使代表も、政府と等しく発言する権利をもつという考えから、政労使

三者により構成される国際機関である。 

  1944 年に、「フィラデルフィア宣言」を採択し、基本目標と基本原則を拡大・再確認し、

同内容は、ILO の目的を定める憲章の付属文書となっている。1998 年には、経済的相互依

存が増大する中で労働における基本的な原則と権利の普遍的な適用を促進するため「労働

における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」を採択した。ILO は現在「ディーセント

ワーク」（働きがいのある人間的らしい仕事）を実現するため、4 つの戦略目標（基本的な

原則と権利、雇用、社会的保護、社会対話）を掲げている。 

  なお、1946 年、新たに設立された国際連合と協定を結んだ最初の専門機関となり、2010

年 2 月 10 日現在、加盟国（政労使の三者により代表される）は、183 カ国となっている。 

 

２．組織と活動 

  ILO は、毎年、国際労働総会を開催する。同総会は、各々の加盟国の代表 4（政府 2、労

使各 1 ）名からなる三者構成の意思決定機関である。ここでは、国際労働基準（条約及び

勧告）の設定と ILO の広範な政策が策定される。年 1 回開かれる総会から次の総会までの

間の業務は、理事会（政府 28 名、労使各 14 名）により指揮される。総会及び理事会で決

定された政策や計画は国際労働事務局、スイス・ジュネーブにおかれた本部及び 40 カ国以

上にある地域総局・現地事務所等より遂行される。 

 

３．各国の政策立案・運営へ及ぼす影響 

  ILO が採択した条約は、加盟国の批准によって、その規定の実施を義務づける拘束力を

生じ、また、勧告は、政策、立法、慣行の指針となる。各加盟国は、立法又は措置のため

に、総会で採択されたすべての条約及び勧告を、自国の権限ある機関（国会など）に提出

することが求められている。 

  また、ILO は、各国の法律慣行への国際労働基準の適用を確保するため、「条約勧告適用

専門家委員会（義務履行状況の客観的評価を行う独立した専門家によって構成される委員

会）」と、「総会基準適用委員会（個別案件審査を行う三者構成による委員会）」を基礎と

した監視手続を設けている。 
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（参考） 

○国際労働機関の目的に関する宣言（フィラデルフィア宣言、1944 年）（抄）  

１ 総会は、この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを再確認する。 

 (a) 労働は、商品ではない。 

 (b) 表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。 

 (c) 一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。 

 (d) 欠乏に対する戦は、各国内における不屈の勇気をもって、且つ、労働者及び使

用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進するた

めに自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際的

努力によって、遂行することを要する。 

 

 

労使協議を定める ILO 条約の例 

○最低賃金決定制度の創設に関する条約（第 26 号）（日本は 1971 年に批准）（抄） 

 第２条 

  この条約を批准する各加盟国は、関係のある産業又は産業の部分に労働者団体及び使用

者団体が存在する場合にはそれらの団体と協議したうえ、いずれの産業又は産業の部分に

ついて、特にいずれの家内労働の産業又は家内労働の産業の部分について前条の最低賃金

決定制度を適用するかを決定する自由を有する。 

 

○職業安定組織の構成に関する条約（第 88 号）（日本は 1953 年に批准）（抄） 

第４条 

 １ 職業安定組織の構成及び運営並びに職業安定業務に関する政策の立案について使用者

及び労働者の代表者の協力を得るため、審議会を通じて適当な取極が行われなければな

らない。 

 ２ それらの取極においては、一又は二以上の中央の審議会並びに必要な場合には地方及

び地区の審議会の設置を定めなければならない。 

 ３ それらの審議会における使用者及び労働者の代表者は、使用者及び労働者の代表的団

体が存在する場合には、それらと協議の上それぞれ同数が任命されなければならない。 

 

○国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する条約（第 144 号）（日本は

2002 年に批准）（抄）第 2 条 

１ この条約を批准する国際労働機関の各加盟国は、第五条１に規定する国際労働機関の

活動に関する事項について、政府、使用者及び労働者の代表者の間で効果的な協議が行

われることを確保する手続を運用することを約束する。 

２ １に規定する手続の性質及び形態は、代表的団体が存在し及び当該手続が確立されて

いない場合には、当該代表的団体と協議した上で、国内慣行に従い各国において定める。 
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ＥＵについて 

 

１．設立までの経緯 

  EU（欧州連合）は、平和を守り経済と社会の進歩を促進するために結束した 27 の加盟

国からなる（注）。その起源は、1951 年に創設された「ECSC（欧州石炭鉄鋼共同体）」に

あり、それに続いて  1957 年に設立された「EEC（欧州経済共同体）」と「EURATOM（欧

州原子力共同体）」とあわせた、以上 3 つの共同体を合体したものである。1986 年の単一

欧州議定書の下、3 つの共同体は、すべての域内国境を徐々に廃止し、単一市場を完成さ

せた。さらに、1992 年に調印された「欧州連合条約（マーストリヒト条約）」により、特

定の分野で政府間協力を図りつつ経済通貨同盟を目指す EU が誕生した。 

 

注 ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、エストニア、ギリシャ、スペイン、フランス、

アイルランド、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ハンガリー、オ

ランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニア、フィンラ

ンド、スウェーデン、英国（2009 年現在） 

 

２．組織と活動 

  EU は、立法及び行政機構の主なものとして、次に掲げるものを有する。 

(1) 閣僚理事会 

加盟国代表（閣僚）から構成され、欧州議会とともに EU 立法を行う。また、共通外

交・安全保障政策と警察・司法協力においては、EU の唯一の意思決定機関としての

役割を果たす。各加盟国が 6 カ月ごとに交替で議長国を務める。 

(2) 欧州議会 

直接選挙によって選ばれた 736 名の議員から構成され、欧州市民を代表して理事会と

ともに立法手続に参加する。 

(3) 欧州委員会 

EU の行政執行機関として、EU 政策を実施し、唯一の法案提出権を持つ EU 機関と

して EU 立法に関与する。1 加盟国 1 人ずつ任命される 27 名の委員（任期は 5 年）

で構成される。 

(4) 欧州理事会（EU 首脳会議） 

各国元首・政府首脳と欧州委員会委員長からなる最高政治的機関であり、EU を政治

的に推進し、政策の方向性を設定するという重要な役割を果たす。 

 

３．ＥＵにおける政策決定等の態様と加盟国に対する拘束力 

  法令の形態の中で、「規則」は最も強力であり、加盟国内において直接的な効力を持つ。

次に「指令」は、実現しなければならない目標を定めて加盟国を法的に拘束し、加盟国

は指令に定められた目標を達成するため、国内法の整備等を要する。「決定」は、特定の

個人又は団体を対象に直接的な効力を有する。その他、法的拘束力のない「勧告」も存

在する。 
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